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第一節 特別支援教育の制度的背景  

 

我が国では、2006 年の国連総会において採択された障害者の権利に

関する条約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities）

について、2007 年に署名し、2014 年に批准した。この条約は障害のあ

る子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるというインクルーシ

ブ教育システム（inclusive education system）構築の理念を掲げて

おり、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方について検討を行っ

ている。インクルーシブ教育システムとは、障害のある子どもと障害

のない子どもが互いの個性を尊重し合い、共に学び合う教育のことで

あり、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の「共生社

会」の実現に向けた、重要な課題である（文部科学省，2010a）。特定

の子どもが排除されず、すべての子どもがその多様性やニーズを尊重

され、豊かな人格発達に向けて学習活動への参加の保障を目指すイン

クルーシブ教育は、先進国・発展途上国問わず国際社会において学校

教 育 を 発 展 さ せ る た め の 基 準 (standard)と な る 教 育 政 策 で あ る

(Dyson，2004)。 

インクルーシブ教育を実現させるために日本では、学校教育法の一

部改正を受け、2007 年から特別支援教育が制度化された。特別支援教

育とは、障害のある子どもを特別なニーズをもつ子ども（ children 

with special needs）としてとらえ、本人の主体的な自立や社会参加

を支援する教育である。そのため特別支援教育の対象は、知的な遅れ

のない子ども（学習障害児や高機能自閉症児等）も含めたすべての子

どもであり、それぞれが異なる、多様な教育的ニーズを持っていると
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考える。そうした多様な教育的ニーズをもつ子ども一人ひとりに適し

た教育を提供するのが特別支援教育である。  
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第二節 通常の学級における特別支援教育の現状と課題  

 

障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育においては、

教育における障害者の権利の実現に当たり確保するものの一つとして、

「個人に必要とされる合理的配慮（reasonable accommodation）が提

供されること」を位置付けている（文部科学省，2010a）。「合理的配慮」

とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、

又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であ

って、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失

した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。小・中学校

における「合理的配慮」の例としては、教員、支援員等の確保、施設・

設備の整備、個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な

教育課程の編成や教材等の配慮等が考えられる（文部科学省，2010a）。 

文部科学省（2012a）の調査によると、学習障害（Learning Disability, 

LD）、注意欠陥多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder ，ADHD）、高機能自閉症等、学習や生活の面で特別な教育的

支援を必要とする児童生徒について調査し、約 6.5％の児童生徒が通

常の学級に在籍している可能性を示した。今後はますます、通常の学

級で学ぶ障害のある児童生徒が増加することが予想される。  

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを

追求するとともに、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、自立

と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える

指導を提供する必要がある。つまり、単に学びの場を同じにするだけ

ではインクルーシブ教育は実現せず、同じ場を提供しながらも、一人
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ひとりの教育的ニーズに対応した適切な教育を実現しなければならな

い。このように、インクルーシブ教育は、すべての子どもを排除せず

に平等に扱う理念であると同時に個々の教育的ニーズを尊重するとい

う点で矛盾した側面をもち（Dyson，2004）、その実現には課題が多い。

工藤（2016）は、通常の学級は「一斉指導が可能である」という前提

の下に人的にも物的にも環境設定がなされており、その既存の枠組み

をほとんど（あるいは全く）変更することなく、児童生徒等の一人ひ

とりの教育的ニーズにこれまで以上に手厚く対応していくことは、多

くの学校にとって難易度の高い課題であると述べている。  

個々の児童生徒の障害の状態や教育的ニーズ、学校や地域の実情等

を十分に考慮することなく、すべての児童生徒に対して同じ場での教

育を行おうとすることは、同じ場で学ぶという意味では平等である。

しかし、実際に学習活動に参加できていなければ、児童生徒には、健

全な発達や適切な教育のための機会を平等に与えることにはならず、

そのことが、将来、その子どもが社会参加することを難しくする可能

性が指摘されている（文部科学省，2012b）。特に、その教育的ニーズ

が多様化を極めている今日においては、インクルーシブ教育理念の真

の実現にはいまだ多くの課題が残っているといえ、インクルーシブ教

育を実現するためには、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習

活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ご

しつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な

視点であり、そのための環境整備が必要である（文部科学省，2012b）。 

特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組として、文部

科学省（2007）は、（1）特別支援教育に関する校内委員会の設置、（ 2）
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実態把握、（3）特別支援教育コーディネーターの指名、（ 4）関係機関

との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用、（ 5）「個別の

指導計画」の作成、（6）教員の専門性の向上を挙げている。  

 「特別支援教育体制整備状況調査結果（文部科学省， 2017a）」によ

ると、公立小学校における「校内委員会の設置」、「実態把握」、「特別

支援教育コーディネーターの指名」、「個別の指導計画の作成」、「個別

の教育支援計画の作成」、「巡回相談の活用」、「特別支援教育に関する

教員研修の受講」はそれぞれ 85％以上の学校で行われている。「専門

家チームの活用」に関しては、特別支援教育制度が実施された 2007 年

当初の 41.1％からは大きく増加しているものの（文部科学省，2017a）、

未だ 62.4％と体制整備がやや遅れている現状がある。  
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第三節 通常の学級に対する支援  

 

 多様で複雑な教育的ニーズへの適切な対応が求められる通常の学級

において、様々な支援の在り方が模索されている。  

学校心理学立場から援助サービスのモデルを紹介した石隈（1999）

によると、一次的援助サービスの対象は全ての子どもであり、子ども

が発達上の課題や教育上の課題を遂行するうえでもつ援助ニーズに対

応する。二次的援助サービスは登校しぶりや学習意欲の低下した一部

の子どもが対象であり、三次的援助サービスは、不登校やいじめ、 LD

や非行等の特定の子どもを対象としている。こうした教育援助モデル

の基本的な視点として、石隈（1999）は、以下の 3 点を挙げている。 

①心理教育的援助サービスにおいて、子どもをユニークなひとつの

人格として、そして個人差のあるひとりの児童生徒（学習者）と

して尊重する。そして子供が今を充実して生きること、そして将

来に向かって成長することに、価値があるとする。  

②子供が課題に取り組み成長していく過程で、葛藤や問題が生じる

のは避けられないことであり、子どもはそれを解決することを通

して成長する。 

③子どもは、自分の能力や性格（自助資源）と周りのさまざまな援

助資源を活用しながら、自分のペースで成長していく。  

海津・田沼・平木・伊藤・Sharon（2008)は、米国において用いられ

ている Response to Intervention/Instruction（RTI)を基にした、通

常の学級における多層指導モデル（Multilayar Instruction Model:MIM

〔ミム〕）の開発と実践を行った。“指導に対する子どもの反応の有無
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に着目する”モデルであり、LD の判定に主眼をおいている RTI とは異

なり、MIM は、通常の学級における学習のつまずきへの早期支援及び

予防的支援を中心に据えている。このモデルにおいても、指導する対

象の子どもを三段階に整理している。1st ステージは全ての子どもを

対象とし、通常の学級内での効果的な指導を行い、 2nd ステージは課

題となるスキルの習得が安定しない子どもを対象とし、通常の学級内

での補足的な指導を、3rd ステージでは、課題となるスキルの習得が

難しく困難で 1st ステージ、2nd ステージでは伸びが乏しい子どもを

対象に、さらに補足的に、集中的に、柔軟な形態で行われる特化した

指導を行うモデルである。  

青山・川角・坂井・菅野・鈴木・塚越・林・宮城・岸谷・松尾（ 2010）

は、東京学芸大学附属高等学校の取り組みとして、予防科学分野を参

考に、三段階の予防の概念を示した。一次予防は、全ての生徒を対象

として、問題の発生自体を予防するもの。二次予防は、今後問題を抱

える危険性の高い生徒への予防的な関わりであり、欠席や、欠課に焦

点を当てるもの。三次予防は、既に（深刻な）問題を抱えてしまった

生徒への悪化、再発予防であり、支援チームを形成し、長期に欠席し

ている生徒の登校支援や復学の支援を行うものである（青山ら，2010）。 

また、浜谷（2006）は、巡回相談の支援モデルとして、以下の 5 点

を挙げている。 

①間接支援の形式をとる。相談員（コンサルタント）は、教師（コ

ンサルティ）の機能を改善することを媒介にして、児童（クライ

アント）の状態を改善する。  

②相談員と教師は対等で共同的な関係である。相談員と教師は異な
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る専門性を有し、対等にお互いの専門性を尊重し、問題の解決に

向けて共同して取り組む。  

③アセスメントを重視する。児童の行動と学級環境との相互作用に

ついて生態学的妥当性をもったアセスメント（浜谷， 2005）を行

うと同時に、児童の発達と障害の状態についてアセスメントを行

う。 

④児童の環境の資源を有効に活用する。学校、家庭、地域などの環

境の中で児童が生活していることを重視し、環境資源の活用によ

って事態の改善をめざす。  

⑤教師が主体的に相談に関与し、実行可能な介入を重視する。教師

は自発的に相談に参加し、相談員は教師の問題意識を尊重し、教

師が実際に実行可能な介入案を相談員は提示し、教師の主体的な

判断で児童へ介入を行う。  

これらの研究は、立場や支援の考え方が異なるものの、子どもの教

育的ニーズに着目し、教師や専門家等が連携し、協力し、支援を行っ

ていくという点で共通した提案を行っているといえよう。  
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第四節 特別支援学校におけるセンター的機能  

 

 2007 年に施行された学校教育法第 74 条において、「特別支援学校に

おいては、第 72 条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、

第 81 条第 1 項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言

又は援助を行うよう努めるものとする」と規定された。これは、特別

支援学校の「センター的機能」の規定であり、特別支援学校において

は、これまで蓄積してきた専門的な知識や技能を生かし、地域におけ

る特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ることが求められ

ている（文部科学省，2007）。 

 センター的機能に関して、「特別支援教育を推進するための制度の在

り方について（答申）」（文部科学省，2005）において、「1．小・中学

校等の教員への支援機能」「2．特別支援教育等に関する相談・情報提

供機能」「3．障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能」「4．福祉、

医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能」「5．小・中学校等

の教員に対する研修協力機能」「6．障害のある幼児児童生徒への施設

設備等の提供機能」が 6 つの機能として例示された。さらに、「1．小・

中学校等の教員への支援機能」については、個々の幼児児童生徒の指

導に関する助言・相談のほか、個別の教育支援計画の策定に当たって

の支援など、「2．特別支援教育等に関する相談・情報提供機能」につ

いては、地域の小・中学校等に在籍する幼児児童生徒や保護者への相

談・情報提供のほか、幼稚園等における障害のある幼児への教育相談、

「3．障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能」については、小・
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中学校の児童生徒を対象とする通級による指導※ 1や『いわゆる「巡回

による指導」』のほか、盲・聾学校を中心に就学前の幼児や乳幼児に対

して行われてきた指導及び支援、「4．福祉、医療、労働などの関係機

関等との連絡・調整機能」については、個別の教育支援計画の策定に

当たり、福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整を行うこ

となどを具体的内容として挙げた（文部科学省，2005）。 

現在、センター的機能を主として担当する分掌・組織を設けている

特別支援学校は 9 割※ 2を超えている（文部科学省，2015）。しかし、セ

ンター的機能の取り組みに関する検討は十分ではないとの指摘もある

（田中・奥住・池田，2013）。文部科学省（2015）の調査によると、セ

ンター的機能に関する特別支援学校の課題として、「地域の相談ニーズ

へ応えるための人材を校内で確保すること」、「多様な障害に対応する

教員の専門性を確保すること」等、センター的機能を推進する人材に

関するものを挙げた。また、小・中学校等の課題としては、「全ての教

員が特別支援教育の重要性について理解していること」「特別支援教育

実施のための校内体制を構築すること」「特別支援教育コーディネータ

ーの専門性の向上を図ること」が課題とされている（文部科学省，2015）。 

特別支援学校のセンター的機能においては、個別の指導計画の作成

や個別の教育支援計画の策定などへの援助も求められている。文部科

学省（2007）は、「特別支援教育の推進について（通知）」において、

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の要請に応じ

                                                   
1 通級による指導は、通常の学級に在籍している比較的軽度の障害のある児童に対

して、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、当該児童の障害に応

じた特別の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行う教育形態である（文部

科学省， 2008）。  
2 公立の特別支援学校における調査結果。  
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て、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒のための個別の指導計画

の作成や個別の教育支援計画の策定などへの援助を含め、その支援に

努めること」を示した。個別の指導計画や個別の教育支援計画は、多

様な教育的ニーズを持つ幼児児童生徒の一人ひとりに適した教育を提

供するために重要なツールであり、その作成や策定においても、特別

支援学校のセンター的機能の取り組みは重要であるといえる。  
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第二章 

 

個別の指導計画の歴史的背景及び意義 
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第一節 個別の指導計画とは  

 

１．個別の指導計画の歴史的背景  

 個別の指導計画とは、障害のある児童一人一人について、指導の目

標や内容、配慮事項などを示した計画である（文部科学省，2008）。個

別の指導計画は、学校全体の教育計画のもとに個々の児童生徒の教育

的ニーズに対応して指導の方法や内容の明確化を図るものであり、学

校でのきめ細かな指導を行うために有意義なものと考えられている

（文部科学省，2003a）。 

その作成が学習指導要領によって義務づけられたのは 1999 年の改

訂であった（文部省，1999）。文言としては、第 1 章総則における重複

障害者の指導及び自立活動の指導において作成するものと記載された。

しかし、それ以前から、養護・訓練の指導計画の作成にあたり「個々

の児童又は生徒の心身の障害の状態，発達段階及び経験の程度に応じ

て，それぞれに必要とする第２の内容を相互に関連づけて具体的な事

項を選定し，個別にその指導の方法を適切に定めるものとする」と学

習指導要領に明記され（文部省，1980）、個に応じた指導計画の必要性

が示されていた。実際、特別支援学校（当時の盲・聾・養護学校）で

は、児童生徒の障害の重度・重複化を背景に、養護・訓練の指導にお

いて個別に指導計画を作成してきた（柳本・藤田・西川・山本・河合，

1991）。つまり、自立活動という名称に代わる以前から、学校現場では、

個々の児童生徒に即し内容を具体化して指導計画を作成してきた（村

田，2000）。そして、2007 年の特別支援教育制度への転換を受け、2008 

年に告示された小学校学習指導要領には、障害のある児童などについ
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て特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、指導についての計画

を個別に作成し、個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導

方法の工夫を計画的、組織的に行うことが示された。この時点では、

「個別の指導計画」という文言は示されなかったが、2020 年度から全

面実施される小学校学習指導要領（以下，新学習指導要領）では、「障

害のある児童などについては，（中略）各教科等の指導に当たって，個々

の児童の実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成し活用すること

に努めるものとする」と明記された（文部科学省， 2017b）。 

これまで主として特殊学級等において行われてきた障害のある児童

生徒の教育について、学校全体の課題として取り組むことが求められ

ている（文部科学省，2005）。このことは、一人一人に応じた教育を進

めることの重要性を指摘するものであり、今後は特別支援学校のみな

らず、小・中学校等の通常の学級においても個別の指導計画が重要な

役割を果たすと考えられる。  

 

２．個別の指導計画と IEP 

特別支援学校（当時の盲・聾・養護学校）は、個別の指導計画作成

が義務づけられる以前から、養護・訓練を中心に個別に指導計画を作

成してきた（大川原・瀬尾・香川， 1989）。その後、アメリカの IEP

（Individualized Education Program） が紹介されてからは、IEP を

参考にした指導計画の立案が模索された。  

IEP は、1975 年の全障害児教育法（Education for All Handicapped 

Children Act: P．L．94-142）、1997 年の障害者教育法（Individuals 

with Disabilities Education Act:IDEA）によって作成が義務づけら
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れ、各地方教育学区が障害のある子ども一人一人に対して作成してい

る。IEP は、「適切な無償教育（free appropriate education）」が障

害児に保障されているか否かをモニターする道具であり、各地方教育

学区の障害児に対する教育保障の具体的内容を明示した保護者の同意

をもとに発効する同意書である（清水，1998）。従って、個々の児童生

徒を対象として作成する教育計画というより、就学指導に関わる判定

資料に近い（長澤，2007）。個別の指導計画は学習指導要領に規定され

ており、各学校の教師が作成するもので、教育措置を含まない。その

点で、IEP とは大きな違いがある（宮崎・藤田・山中・齊藤，2000）。 
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第二節 個別の指導計画の意義と課題  

 

個別の指導計画は、個々の教育的ニーズから指導目標や指導内容・

方法、配慮事項を決定する個に応じた指導の計画であり、一人ひとり

の教育的ニーズを実現するための不可欠なツールである。その作成の

意義について、安藤（2001a）は、①保護者等へのアカウンタビリティ

（説明責任）、②対象児童生徒の指導に関する教師間の共通理解、③教

師集団の自己教育力の向上を挙げている。特別支援教育の推進により

多様化する教育的ニーズに応じた適切な指導を展開する上で、個別の

指導計画の果たす役割は大きい。  

個別の指導計画における課題について、これまで多くの指摘がなさ

れてきた。例えば、個別の指導計画作成における知識や技術の課題、

個別の指導計画を授業や評価に活用する上での課題、個別の指導計画

を作成・実施・評価するための校内体制に関する課題などである。個

別の指導計画はともすると作成ばかりに関心が向き、多大な労力をか

けるわりには実践的なものではないとの指摘や（皆川，2000；小倉，

2003）、いったん作成されると学期末などの評価時期までほとんどかえ

りみられなくなることも多いといった指摘（今井・水野，2001）もみ

られる。今井・水野（ 2001）は、このように個別の指導計画が形骸化

する原因として、日々の授業に生かせていないことをあげている。個

別の指導計画は、作成することが目的ではない。個別の指導計画は授

業で生かされ、授業も個別の指導計画によって生かされるべきである

（安藤，2001a）。長沢・冨永（2004）が実施した調査において、特別

支援学校における個別の指導計画作成自体は充実してきているが、授
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業等への活用については様々な課題を抱えている実態が明らかにされ

た。例えば、単に自立活動の個別の指導計画を作成すればよいととら

えてしまうと、書式の検討が中心になってしまうことが懸念される。

個別の指導計画を個に応じた指導を実現するための具体的な指導計画

であるととらえた場合は、学校の教育活動全体との関連を考えて作成

しなければならないので、個別の教育課題及び目標、学級編制、学習

形態、教師の配置、評価の方法、教育課程の編成等ということまで含

めて検討することが必要となる（藤井，2001）。 

このように、長年に渡って個別の指導計画を作成し、活用してきた

特別支援学校においても、未だ課題を抱えている現状がある。  
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第三節 個別の指導計画作成における教師組織の二重構造  

 

学習指導要領に個別の指導計画作成について明示されているものの、

どのような内容を盛り込んだ個別の指導計画作成を行うべきかについ

ての規定はとくに示されていない（西川，2000）。つまり、国は個別の

指導計画について、その作成を明示するが、構成概念や具体的な作成

の方法については、示さないとの立場をとっているのである（安藤，

2000）。そのため、どのような様式や手順で作成するのかについては多

様となり、各学校に作成の主体性及び責任が求められる（藤井，2001）。

しかし、各学校が主体であるといっても、学校組織そのものには意思

決定力があるわけではないので、実質的には個々の児童生徒の実態を

把握する立場にある教師が作成者となる（安藤， 2001a）。 

個別の指導計画作成をめぐっては、教師の組織構造の特性として「作

成の二重構造」が指摘されている（安藤， 2001b）。第一の層は、書式

や手続き等大枠を決定する教師群であり、第二の層はそれに基づいて

個別の指導計画を作成し、実際に児童生徒の指導にあたることで個別

の指導計画を運用していく教師群である（安藤，2001b）。安藤（2001b）

は、この二重構造に着目し、個別の指導計画作成を本格的に実施する

ための移行期間である構想期には第一の層の教師群が、授業への運

用・実践を通した個別の指導計画作成の見直し・修正が行われる修正

期には第二の層の教師群の役割が大きいことを指摘した。さらに安藤

（2001b）は、この修正期における各学校の取組みが、個別の指導計画

作成を形骸化させるかどうかの鍵を握っているとし、その重要性を強

調している。 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章  

 

通常の学級に在籍する肢体不自由児 
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第一節 肢体不自由とは 

 

 医学的な観点からみると、肢体不自由とは、「発生原因のいかんを問

わず、四肢体幹に永続的な障害があるもの」をいう（文部科学省，2013）。

学校教育の観点からみると、肢体不自由とは、「身体の動きに関する器

官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難

な状態」をいう（文部科学省，2013）。特別支援学校の対象とする障害

の程度を示している学校教育法施行令第 22 条の 3 によると、肢体不自

由者とは、「1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記

等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの」「 2 

肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の

医学的観察指導を必要とする程度のもの」と定められている。  

肢体不自由の起因疾患は、化学療法や予防的対応、早期発見等の医

学の飛躍的な進歩によって年々変化しているが、近年の肢体不自由特

別支援学校に在籍する児童生徒の大半は脳性まひ等の脳原性疾患であ

る（文部科学省，2013）。その他の起因疾患としては、筋原性疾患、脊

椎脊髄疾患、骨関節疾患、骨系統疾患、代謝性疾患等がある。  

脳性まひとは、厚生労働省では「受胎から新生児期までに非進行性

の病変が脳に発生し，その結果，永続的なしかし変化しうる運動及び

姿勢の異常である。ただ，その症状は 2 歳までに発現する。進行性疾

患や一過性運動障害又は将来正常化するであろう運動発達遅延は除外

する｣と定義されている。その神経症状により、「痙直型」「アテトーゼ

型」「失調型」「固縮型」等に分類される。また、部位別には「四肢麻

痺」「両麻痺」「片麻痺」「対麻痺」に分類される（米山，2008）。脳性
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まひ等の脳原性疾患の場合、肢体不自由の他に知的障害やてんかん、

言語障害などの様々な障害を伴うことがあり、随伴障害についても留

意する必要がある。  
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第二節 肢体不自由児※ 3の学びの場 

 

１．就学基準に関する制度の改定  

第一節で述べたように、肢体不自由特別支援学校の対象とする障害

の程度は、「1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記

等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの」「 2 

肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の

医学的観察指導を必要とする程度のもの」と定められている（就学基

準）。しかし、近年のインクルーシブ教育促進の流れを受け、「共生社

会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進（報告）」（文部科学省，2012b）において、就学基準に該当

する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就

学先決定の仕組みを改めた。同報告では、「障害の状態、本人の教育的

ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地か

らの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を

決定する仕組みとすることが適当」であると示された。就学先の決定

に際しては、「市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供

をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町

村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成

を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定する」こ

ととなった。 

また、障害者の権利に関する条約において示された合理的配慮※ 4を

受け、文部科学省（ 2012b）では、合理的配慮を、「障害のある子ども

                                                   
3 本論文では、肢体不自由のある児童生徒を肢体不自由児と表記する。  
4 第一章第二節において説明した。  
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が、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使すること

を確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調

整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、

学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設

置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は

過度の負担を課さないもの」と定義した。合理的配慮の否定は差別に

含まれ、障害のある児童生徒は通常の学級に在籍することを原則とし、

本人・保護者が望む場合等に特別支援学校に就学することができる制

度へと改められた。  

以上のように、就学基準に関する制度が改められ、障害のある児童

生徒は、特別支援学校だけではなく、小・中学校の特別支援学級、通

級による指導、通常の学級等、多様な場所で学んでいる。特に今後、

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒はより一層増加することが

予想される。また、地域の小・中学校で学んでいる肢体不自由児の中

には、従来の特別支援学校の対象となるような障害程度の者の数が増

加傾向にあることも指摘されている（分藤，2016）。平成 28 年度にお

いては、公立小・中学校に在籍する学校教育法施行令第 22 条の 3 に該

当する肢体不自由児は、通常の学級で 575 名（小学校 359 名，中学校

216 名）、特別支援学級で 1,032 名（小学校 783 名，中学校 249 名）

であった（文部科学省，2017c）。 

 

２．肢体不自由児における通級による指導の現状  

小・中学校に在籍する障害のある児童生徒は、通常の学級や特別支

援学級に在籍するか、通級による指導を受け、個々の教育的ニーズに



26 

 

合った適切な教育を受けることが必要である。通常の学級に比べて少

人数による指導を受けることができる特別支援学級や通級による指導

は、障害のある児童生徒にとって非常に重要である。しかし、肢体不

自由児に着目してみると、特別支援学級に在籍する肢体不自由児は平

成 28 年度において 4,418 名（小学校 3,302 名，中学校 1,116 名）であ

り、特別支援学級に在籍する児童生徒全体（217,789 名）の 2.0％であ

る（文部科学省，2017c）。また、通級による指導を受けている肢体不

自由児は 92 名（小学校 69 名，中学校 23 名）で、通級による指導を受

けている児童生徒全体（ 98,311 名）の 0.09％である（文部科学省，

2017c）。特別支援学級に在籍する肢体不自由児や通級指導を受ける肢

体不自由児の数は年々増加しているものの、これらの取り組みは緒に

就いたばかりである。 

通級による指導には、在籍する学校内にある通級指導教室に通う自

校通級、他校の教室に通う他校通級、通級担当教師や特別支援学校教

師等が児童生徒の学校に出向く巡回指導の三種類がある。肢体不自由

児は「身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆

記などの日常生活動作が困難な状態」（文部科学省，2013）であるため、

移動面において多くの困難を抱えている。そのため、自校通級や巡回

指導の充実が望まれるが、肢体不自由児に対する通級による指導の取

り組みは始まったばかりで、通常学校の教室や教材、教員等の資源に

頼る自校通級が活用されるためには時間を有する。実際に、通級によ

る指導を受けている肢体不自由児 92 名のうち、自校通級は 12 名、他

校通級は 32 名、巡回指導は 48 名である（文部科学省，2017c）。 

このような現状の中、千葉県では平成 25 年度から特別支援学校によ
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る通常学校に在籍する肢体不自由児に対する通級による指導を推進し

ており、平成 28 年度では全国 92 名中 70 名の肢体不自由児が千葉県で

通級による指導を受けている（文部科学省， 2017c）。千葉県の取り組

みもあり、92 名の中で、特別支援学校の教師から通級による指導を受

けている肢体不自由児は 70 名であり、大半を占めている（文部科学省，

2017a）。言語障害や自閉症等の障害のある児童における通級による指

導では、通級指導担当教師から指導を受けている児童生徒が大半であ

るのに対し、肢体不自由児においては、特別支援学校教師の役割が非

常に大きいことがわかる。   
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第三節 通常の学級に在籍する肢体不自由児が抱える学習上の困難  

 

肢体不自由児は、運動・動作の障害のため、学校生活において移動

や書字、食事、排泄など、日常生活や学習上の運動・動作の全部又は

一部に困難が生じる。肢体不自由児の運動・動作の困難の程度は、一

人一人異なるため、その把握に当たっては、個々の姿勢や身体の動か

し方、バランス感覚やボディイメージなど運動を円滑に行う際に基礎

となる能力の特徴を知る必要がある（文部科学省，2013）。 

肢体不自由による学校生活上の運動・動作の困難は、座位保持椅子

や作業に適した机、歩行器等の補助具の活用や、廊下や階段の手すり

やスロープ、エレベーターの設置等、校内の環境整備により軽減され

ることが少なくない。しかし、適切な補助具の活用や、校内の環境整

備は十分とは言えず、特にエレベーターの設置には財政的な側面での

課題は大きく、通常学校における施設設備面の充実が今後も必要にな

ると指摘されている（三嶋・安藤，2015）。 

また、肢体不自由児は、運動・動作における困難に加え、コミュニ

ケーションや認知面における学習上の困難を抱えている場合も多い。

特に、肢体不自由児の起因疾患の大半を占めている脳性まひでは、視

力の弱さや視野の狭さといった機能的な障害や、図形や図と地の判別、

空間把握等の視覚認知などの障害を随伴する（一木， 2008）。 

安藤・野戸谷・任・小山・丹野・原・松本・森・渡邉（ 2006）は、

肢体不自由児の中でも、脳性まひ児の教科指導では、特に国語の読み

書き、算数の図形、長さなどの学習の困難さがあることを明らかにし

た。また、算数の 2 けたの繰り下がりがある引き算は正しく計算でき
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る一方、2 けたの繰り上がりのある足し算が難しいことから、概念の

形成の不安定さ、または計算のパターンを暗記によって理解している

可能性を指摘している（安藤ら，2006）。こうした肢体不自由児の教科

指導における困難さに対する教師の気づきには個人差があり（安藤ら，

2006）、通常の学級に在籍する脳性まひ児においては、障害の部位に関

わりなく肢体不自由があることが教科指導の困難さを招来するととら

える傾向があることが指摘されている（安藤，1995）。つまり、教科指

導の困難さを運動・動作における困難に帰属させる傾向があり、教科

指導等における認知面の困難さが見落とされる危険性があるといえる。 

こうした現状を踏まえ、筑波大学附属桐が丘特別支援学校（ 2008）

は、肢体不自由児の学習面における実技教科の困難さや視覚情報に対

する「見えにくさ」や「情報処理の難しさ」に基づいた各教科の困難

さおよび困難さに配慮した指導についての実践研究を行ってきた。例

えば、文字の形をとらえて書くことが苦手な児童生徒の指導の手立て

として、線の長さや配置、バランスなどを音やことばで伝える指導の

工夫を提案している。また、三角形の形が正しく描けない児童生徒の

指導の手立てとして、三辺の色をそれぞれ変え、辺を指でなぞったり、

頂点のみを示し、頂点をつないだりする指導を行うことで図形を習得

する指導方法を示している（筑波大学附属桐が丘特別支援学校，2008）。 

また、三嶋・安藤（2015）は、小学校の通常の学級に在籍する肢体

不自由児の担任教師に着目し、その指導上の負担感を調査した。その

結果、肢体不自由児を通常の学級において担任する教師は「保護者の

要望」「コミュニケーション」「食事の自立」に何らかの負担感を感じ

ていることを明らかにした。  
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通常の学級に在籍する肢体不自由児は、移動や運動面はもちろん、

教科等における認知面、友人関係等のコミュニケーション面、給食等

の日常生活面等、学校生活全体における様々な側面において困難さを

抱えている。 
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研究の目的と構成 
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第一節 研究の目的 

 

2008 年に告示された小学校学習指導要領総則では、障害のある児童

生徒に対しては、個別に指導計画を作成することが規定され、文部科

学省（2010b）において、通常の学級を含めた障害のある児童生徒等全

てに個別の指導計画の作成を拡大していくことが望ましいとの方針が

示された。新学習指導要領では、「障害のある児童などについては，（中

略）各教科等の指導に当たって，個々の児童の実態を的確に把握し，

個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする」と明記さ

れた（文部科学省，2017b）。 

公立小学校における個別の指導計画の作成率は、2007 年の 67.5％か

ら 2016 年の 94.7％※ 5と大幅に増加している（文部科学省， 2017a）。

これまで特別支援学校を中心に作成、活用されてきた個別の指導計画

は、通常学校においても広く作成されるようになった。 

ところで、「個別の指導計画の作成の手順や様式は，それぞれの学校

が児童の障害の状態や発達の段階等を考慮し，指導上最も効果が上が

るように考えるべきもの（文部科学省，2009）」である。そのため、各

学校において作成者や作成手順、内容は異なる。特別支援学校におい

ては、これまで対象となる児童生徒の学級担任を中心とし、複数の教

師により個別の指導計画が作成されてきた。通常の学級においても対

象児童生徒の指導に直接携わる教師、つまり通常の学級を担任する教

師（以下，通常学級教師）が果たす役割は極めて大きいといえる。し

かし、このことは一方で、新たな職務の付与を意味し、通常学級教師

                                                   
5 作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作

成率は 98.9％。  
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は負担感や不安感を抱くことが想定される。そして、その事態が常態

化することによって、個別の指導計画は書式をどう埋めるか、どのよ

うに簡略化できるかに関心が向けられることが懸念され、効果的な作

成及び活用は困難になると危惧される。  

そこで、通常の学級における効果的な個別の指導計画作成に関わる

新たなモデルの構築が求められる。モデル構築の重要な要素として、

協働※ 6という概念を提案する。協働とは、「取り組むべき問題を相互に

理解して共有し、その問題の解決や改善に向けて互いに関与しながら

協力していくこと（淵上，2005）」である。佐古（2006）は、教師が協

働する理由について、①組織目標（教育目標）の曖昧さ・多義性、②

教育活動を効果的に遂行しうる技術の多様性・不確実性、③教育活動

の流動性・非構造性、④教育の対象者である児童生徒の多様性といっ

た教職の特性を挙げている。特に個別の指導計画作成において複数教

師が協働することは、個人の予断・独断を排除するとともに、作成者

個人の心理的な負担感、不安感を低減させることが期待できる（安藤，

2001a）。佐藤・八幡（2006）も、教師が協働意識をもつ必要性を指摘

し、その上で個別の指導計画の作成、実践の有効性を述べている。通

常学級教師にとって、個別の指導計画の作成は新たな職務として取り

組むものであり、その遂行において、協働は重要な要素となると考え

られる。 

そこで本研究は、小学校の通常の学級における個別の指導計画の効

果的な作成に関わる協働モデルを構築することを目的とする。具体的

には、以下の 2 点について調査する。  

                                                   
6 協働（ collaboration）には様々な定義がある（例えば Hargreaves，1994；今津，

2000；牧， 2011）が、本研究では淵上（ 2005）の定義を用いる。  
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①通常の学級における個別の指導計画作成に関わる課題を抽出し、協

働モデルの理論的構築を図る（第五章）。  

②①で構築した協働モデルを実践、検証し、現場への適用可能性と課

題に関して考察する（第六章）。  
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第二節 研究の構成及び倫理的配慮  

 

１．研究の構成 

本研究の構成を Fig.1 に示した。本研究は通常の学級における個別

の指導計画に関わる協働モデルの構築（第五章）と、協働モデルの実

践（第六章）で構成した。  

具体的には、協働モデルを構築するための研究として研究 1～研究 3、

協働モデルを実践するための研究として研究 4 を実施した。研究 1 で

は、小学校における個別の指導計画作成の現状と通常学級教師が個別

の指導計画に主体的に関与するための課題を明らかにすることを目的

とした面接調査を実施した。研究 2 では、研究 1 で挙げられた課題を

踏まえ、通常学級教師の個別の指導計画に対する意識を明らかにする

ことを目的とし、イメージに着目した質問紙調査を実施した。研究 3

では、研究 1 及び研究 2 を踏まえ、通常学級教師が抱く個別の指導計

画に対する意識の背景要因を明らかにすることを目的とした質問紙調

査を実施し、個別の指導計画の課題間の関連性を考察した。以上の 3

つの研究結果を踏まえ、通常の学級における個別の指導計画に関わる

協働モデルを構築した（第五章）。続いて、研究 4 では、構築した協働

モデルを実践、検証し、学校現場における協働モデルの適用可能性や

課題を検証した（第六章）。なお、研究 1～4 の関連を Fig．2 に示した。 

 

２．倫理的配慮 

 本論文に関わる研究は、筑波大学人間系研究倫理委員会の承認を受

けて実施した（筑 24-45）。 
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協働モデルの実践

第六章 構築した協働モデルの実践

-脳性まひ児の障害特性に着目して‐

研究４：事例研究

協働モデルの構築

第五章 小学校における個別の指導計画作成に関わる

協働モデルの構築

研究１：現状調査 研究２：意識調査
研究３:意識に対する影響

要因の検証

 

Fig．1 本研究の構成 
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個別の指導計画の現状と
課題

研究１
学校体制
意識
活用

意識の具体化
（イメージ）

意識の影響要因
（課題間の関連性の検証）

意識
（負担感等）

体制整備
協働
経験

第５章

脳性まひ児に対する実践研究

第６章

協働モデルの構築

研究２

研究３

研究４

協働モデルの実践
 

Fig．2 研究 1～研究 4 の関連 
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第五章 

 

小学校における個別の指導計画作成に関わる 

協働モデルの構築 

 

 

 

 

第五章は、協働モデルを構築するための基礎的研究として、小学校

における個別の指導計画に関する現状と課題及びその背景要因を明ら

かにすることを目的とした。具体的には、小学校における個別の指導

計画作成の現状と通常学級教師が個別の指導計画に主体的に関与する

ための課題を明らかにし（研究 1）、通常学級教師の個別の指導計画に

対する意識をイメージとしてとらえ、具体的に検証した（研究 2）。ま

た、研究 1 及び研究 2 を踏まえ、通常学級教師が抱く個別の指導計画

に対する意識の背景要因を明らかにすることで、通常の学級における

個別の指導計画作成に関わる課題間の関連性を考察した（研究 3）。 
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研究 1 小学校における個別の指導計画作成の現状と通常学級教師が

個別の指導計画に主体的に関与するための課題の抽出  

 

第一節 目的 

 

 個別の指導計画はその作成について学習指導要領に明示されている

ものの、誰がどのような方法で作成するのかについては定められてい

ない。作成の意義について、安藤（2001a）は、①保護者等へのアカウ

ンタビリティ（説明責任）、②対象児童生徒の指導に関する教師間の共

通理解、③教師集団の自己教育力の向上を挙げている。このことを考

慮すると、対象児童生徒の指導に直接携わる教師、つまり、通常学級

教師が個別の指導計画を作成することでその意義を果たすことができ

るといえる。通常学級教師が主体的に関与し、個別の指導計画を作成

することが望まれるところである。  

平成 28 年特別支援教育体制整備状況調査結果（文部科学省，2017a）

によると、学校としての個別の指導計画作成は進んでいるといえる。

しかし、通常学級教師がどのような役割のもとで作成に関与している

かについては明らかになっていない。  

そこで本研究では、小学校の通常の学級における個別の指導計画作

成の実態や通常学級教師の関与の現状を明らかにする。その上で、通

常学級教師が主体的に関与していくための課題を抽出することを目的

とした。 
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第二節 方法 

 

１．対象                    

 関東地方の小学校 7 校の教師 10 名を対象とした（Table 5-1-1）。対

象校の選定にあたっては、特別支援学級や通級指導教室（以下，特別

支援学級等）の設置の有無を基準とした。特別支援学級等の設置の有

無により、個別の指導計画作成の実態や通常学級教師の関与に差があ

ることが想定されるためである。  

選定基準により、特別支援学級等が設置されている小学校 4 校（S1

～S4）、設置されていない小学校 3 校（U1～U3）の計 7 校を選定した。 

対象者は、通常の学級における個別の指導計画作成について校内全

体の内情を把握している特別支援教育コーディネーター（以下，コー

ディネーター）を中心に 10 名を選定した。なお、コーディネーターが

赴任したばかりである等の理由から、個別の指導計画作成に対する学

校体制について詳しく把握していなかった S1 及び S3 においては、こ

れまでの取組みについても聴取するために、特別支援学級担任及び前

コーディネーター（S1）、学校長（S3）を対象に加えた。 

  

２．手続き 

対象者には予め基本属性に関する項目（教職経験年数，特別支援教

育経験年数，現在の担当学級）を用紙に記入してもらい、その後 1 人

につき 30 分から 90 分の半構造化面接を行った。調査は 2010 年 5 月か

ら 9 月にかけて実施した。  
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対象者所属校
教職

経験年数
特別支援教育
経験年数

現在の担当学級 役職

1 S1 35 33 特別支援学級

2 S1 24 16 特別支援学級 Co

3 S1 30 15 巡回相談員（前Co）

4 S2 24 16 特別支援学級 Co

5 S3 30 0 学校長

6 S3 28 16 特別支援学級 Co

7 S4 27 9 特別支援学級 Co

8 U1 27 0 養護教諭 Co

9 U2 30 0 通常学級 Co

10 U3 25 0 通常学級 Co

Coは特別支援教育コーディネーターを示す

Table 5-1-1　対象者の属性
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３．質問項目 

 学校としての作成の実態や通常学級教師の関与の現状として、「個別

の指導計画の作成の有無」「個別の指導計画作成のきっかけ」「対象児

童の基準」「作成の手順や方法」を尋ねた。その後、「今後通常学級教

師が主体的に個別の指導計画の作成及び活用に関与していくための課

題」について尋ねた。  

 

４．分析方法 

面接調査で得られた逐語録をグラウンデッド・セオリー・アプロー

チ（木下，1999）を参考に以下の手順で分析した。  

①逐語録の中で「通常学級教師が主体的に関与していく上での課題」

について語られている部分を抜き出し、直接得られる解釈内容と

しての「概念」を生成し、サブカテゴリーとして命名した。  

②概念を精緻化し、類似の概念をまとめてカテゴリーを生成した。  

③概念の生成と精緻化の作業をカテゴリーがこれ以上生成できない

状態（理論的飽和）まで繰り返した。  

概念及びカテゴリーへの分類及び修正は、大学院生 3 名と研究者の

4 名で行った。評定が一致しなかったデータについては評定者間の協

議を重ね、分類した。なお、本稿では、コアカテゴリーを≪≫、サブ

カテゴリーを＜＞で表記し、面接データの一部を挿入する際には『』

で示した。 
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第三節 結果 

 

１．作成の実態や通常学級教師の関与の現状 

（1）個別の指導計画作成の実態 

通常の学級における個別の指導計画は、対象校 7 校のうち、S1 校を

除く 6 校で作成されていた。作成校では、特別支援学級等の設置の有

無に関わらず、2004 年度以降に作成していた（Table 5-1-2）。作成の

きっかけは、特別支援教育に関する校内体制が整備されたこと（ S2，

U3）や、教育委員会から個別の指導計画作成のソフトウェアが配布さ

れたこと（U1）、文部科学省委嘱の「特別支援教育推進体制モデル事業

（以下，モデル事業）」（S3，S4，U2）であった。モデル事業は、文部

科学省が 2003 年度より小・中学校を対象に実施した事業である（文部

科学省，2004）。モデル事業の委託に伴い、学校として通常の学級にお

ける個別の指導計画作成を開始していた。   

個別の指導計画を作成する対象児童の基準を Table 5-1-3 に示した。

6 校中 S2 を除く 5 校に共通してみられた基準は、通常学級教師やコー

ディネーター等、対象児童と日頃から関わりのある教師が特別な支援

が必要だと判断するという点である。その後、対象児童について校内

委員会やケース会議を通して学校全体で検討し、学校として個別の指

導計画を作成することが必要だと判断された児童に対し作成していた。

また、3 校（S3，S4，U1）では、特別な支援が必要かどうか判断をす

る際の 1 つの基準として文部科学省が公開している「児童生徒理解に

関するチェック・リスト（以下，チェック・リスト）」等のスクリーニ

ングテストを実施していた。チェック・リストは、文部科学省が 2002
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年に実施した「通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児

童生徒に関する全国実態調査」（文部科学省，2003b）で作成されたも

のである。 
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S1 S2 S3 S４ U1 U2 U3

作成の有無 無 有 有 有 有 有 有

開始時期 2010年度 2005年度 2006年度 2006年度 2004年度
2008年度以前
（詳細不明）

きっかけ 体制整備 モデル事業 モデル事業 
ソフトウェア

の配布
モデル事業 体制整備

Table 5-1-2　個別の指導計画の作成の概要
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対象校 基準

S2 ・通常学級教師（担任）やCoの判断

S3 ・スクリーニングテストのチェックのポイント

S4
・通常学級教師（担任）やCoの判断
・スクリーニングテストのチェックのポイント

U1
・通常学級教師（担任）やCoの判断
・スクリーニングテストのチェックのポイント

U2 ・通常学級教師（担任）の判断

U3 ・通常学級教師（担任）が特別支援教育支援員や巡回相談員と協議し判断

Table　5-1-3　対象児童の基準

Co はコーディネーターを示す  
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個別の指導計画の様式は、全作成校 6 校において学校内で統一した

様式を用いていた。様式の作成者は U1 を除く 5 校がコーディネーター

であり、書籍や教育委員会が提案している様式を参考に各学校の実態

に即した形式に改良して使用していた。U1 においては、教育委員会が

作成した個別の指導計画を作成するソフトウェアを用いていた。  

特別支援学級等が設置されている対象校 3 校（S2，S3，S4）におい

ては、特別支援学級で使用されていた様式を参考にしていたが、『特別

支援学級の様式は細かすぎて使えない』等、通常の学級の実態に沿っ

た様式を新たに作成する必要があったことを語った。各対象校のコー

ディネーターは、様式は児童の実態を詳細に把握できるものが望まし

いと考える一方で、書類の文章量は極力少なくしたいという気持ちが

あり、そのバランスの難しさを指摘した。    

（2）通常学級教師の関与 

個別の指導計画の主な作成者は、 4 校（S3，U1，U2，U3）が通常学

級教師であり、2 校（S2，S4）がコーディネーターであった。 

通常学級教師が主体となって作成していた 4 校では、基本的に通常

学級教師が一人で作成し、何かわからないことがあれば随時コーディ

ネーターや養護教諭に相談する体制をとっていた。また、通常学級教

師一人では作成が難しいケースにおいては、校内委員会やケース会議

を開き、校内の関係教師で具体的な指導目標や内容を決めていた。  

コーディネーターが作成していた 2 校（S2，S4）では、コーディネ

ーターが対象児童の授業を参観した上で、通常学級教師に対象児童の

「活かしたい特性と留意すべき特性（ S2）」や「今困っている事や直し

たいところ（S4）」を聞き、対象児童の実態を把握していた。その後、
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対象児童の課題と考えられる点を通常学級教師と協議しながら指導目

標や内容を決めていた。  

 

２．通常学級教師が主体的に関与していくための課題  

 対象校における個別の指導計画作成の主体となる教師は、通常学級

教師やコーディネーターであった。コーディネーターが作成する場合

であっても、対象児童の通常学級教師が全く関与しない対象校はなく、

通常学級教師の役割の重要性が示唆された。そこで、「今後通常学級教

師が主体的に関与していくための課題」について聴取した。  

分析の結果、＜多忙感・負担感＞＜職務周辺性※ 7＞＜不安感＞＜抵

抗感＞が生成され、これらは≪意識≫に分類された。続いて、＜授業

への活用＞＜保護者との共通理解＞は≪活用≫に分類された。また、

同様に≪学校体制≫が生成された。各カテゴリー及びサブカテゴリー

の定義を Table 5-1-4 に示した。 

≪意識≫に関する対象者の具体的な発言内容を Table 5-1-5 に示し

た。≪意識≫には、個別の指導計画を作成する際の通常学級教師の意

識に関する課題が分類された。S1 は、通常の学級における個別の指導

計画を作成していなかったが、その理由として通常学級教師の職務多

忙や作成への不安感、特別支援教育への抵抗感を挙げた。 

≪活用≫に関する具体的な発言内容を Table 5-1-6 に示した。特に、

＜授業への活用＞に関して課題を感じる対象者が多く、個別の指導計

                                                   
7 高木（ 2001）は、教育活動とは直接関係のない業務を「周辺的職務」とし、教

師の多忙の要因であると述べている。本研究においては、高木（ 2001）を参考

に、教師が教育活動とは直接関係のない業務と見なすことを「職務周辺性」とす

る。  
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画を作成したものの、授業や引き継ぎに『つながらない』という発言

が得られた。 

また、個別の指導計画を作成することで学校全体の共通理解を図り、

児童の対応にあたりたいと考えていても、『保護者の同意が得られな

い』ため個別の指導計画を作成できない児童がいる等、＜保護者との

共通理解＞が指摘された。  

≪学校体制≫に関する具体的な発言内容を Table 5-1-7 に示した。

≪学校体制≫には、個別の指導計画を誰がどのように作成するのかが

明確でないことへの課題が挙げられた。対象校の中で通常の学級にお

ける個別の指導計画を作成している 6 校では、各学校で共通の様式が

あり作成の主体となる教師も決められていた。しかし、作成手順や内

容等においては、作成する教師個人の裁量に委ねられる部分が大きく、

『最終的にその先生の熱意にかかってしまう（略）担任の先生 1 人に

なってしまうので，そういう部分の学校としての支援をどうするかが

大変』といった、学校内の体制整備の不十分さが指摘された。  
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カテゴリー サブカテゴリー 定義

多忙感・負担感
時間がない等の多忙感に関する発言
作成に対する負担感に関する発言

職務周辺性 自分の仕事ではないという発言

不安感 作成上の不安に関する発言

抵抗感 個別に作成することへの抵抗感に関する発言

授業への活用
授業への活用に関する発言
引き継ぎに関する発言

保護者との共通理解
「機密文書」として作成することに関する発
言

Table　5-1-4　カテゴリー及びサブカテゴリーの定義

意識

活用
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サブカテゴリー 具体的な発言内容【発言者】

多忙感・負担感

・（学級担任が）忙しいとかものすごく良くわかるので，私たちの方
からなかなか言えないのが現状【1】
・日々の職務に追われているので作成者の負担を重くしてはいけない
【2】
・事務処理量の多さや日常の膨大な仕事の中にそれをやらねばならな
いものにはできかねた【3】
・一番は時間ですね，忙しさ【4】
・抱えている仕事が本当に多い【7】
・作ってくださいって言っても，忙しくてできないんだなって当然あ
る【8】
・ソフトで簡単にできるって言っても大変は大変【8】
・ちゃんと作るとなるとすごく大変．深く考えなくてはいけないから
【8】
・考えて書くのも面倒でしょ，担任にしたって億劫になる【8】

職務周辺性

・学級担任に特別支援教育は自分の仕事ではないという意識はないと
は言えない【1】
・（個別の指導計画の作成は）特別支援に任せておけば大丈夫だと
思っている【3】

不安感

・ある様式みたいなものに当てはめた上で明文化していくっていうの
は，難しい【3】
・具体的にデータを取るわけにはいけないので，授業をしながら実態
を書くしかないので．苦労する【6】
・いくら研修していても，数をこなして担任している先生がいないの
で（略）それが迷うところ【10】

抵抗感

・特別支援に対する嫌悪感をもたれたら困るなという懸念もあって言
えない【1】
・（学級担任は）トップダウンの考え方だから個別に計画っていうの
は考えづらいかも【3】
・個別に対応していたら，他の児童がほったらかしになると取られる
場合もある【4】
・特別支援って言葉がまた重いかもしれない【4】

【　】内の数字はTable 5-1-1で示した対象者を表す

Table　5-1-5　≪意識≫の具体的な発言内容
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サブカテゴリー 具体的な発言内容【発言者】

授業への活用

・作ったとしても有効活用されているかどうか机上プランだったら何
の意味もない【1】
・書式を作るだけでなく，それが機能するシステムを作らねばならな
いがそこが難しい【2】
・機能しているかしていないか，ただ書面や提出物ってなったら，仕
事が増えるだけなので【2】
・ただ作ればいいってなりそうだなと思いまして，枠があったら埋め
ることができると思う．それだと負担になるだけで授業は変わらない
【3】
・手立てで解決できるのであれば文面にしなくてもいいかなと思うこ
ともある【4】
・全体指導の中で個別指導ってことはなかなかプラスにいかないのが
現状【6】
・目標や手立てに関してマイナスな部分が出てきたら修正しなくては
いけないがなかなかできない【6】
・なかなか評価とか次年度への引継に関しては難しい【5】
・いくら計画立てて，やったからって改善なんてそんな目に見えて起
こるものじゃない【8】
・文章がすごくできていても実践していなければ意味がない（略）す
ごく有効だって思っている先生はいないかもしれない【8】
・作ってない時よりもこんなに違いますって少なくともうちの学校で
はない【8】
・書いていつも手元に置いておいてっていうのがなかなかできない
【9】

保護者との
共通理解

・作った文書は全てを公開しなくてはいけないっていうのがありま
す．そこで見せられませんっていうのはどうかな【2】
・保護者の理解がないところで計画だけが一人歩きしてるのは決して
いけない（略）作るのはいいけども，どういうふうに了解して機能さ
せていくのかに壁がある【2】
・保護者の方にも見せなくてはならないし，書き方によっては表現一
つで傷つけることもあるので，文言を選ぶのにいろいろ考えているう
ちに書けなくなってしまう，それが一番大きい【4】
・親御さんとの関係が難しい【6】

【　】内の数字はTable 5-1-1で示した対象者を表す

Table 5-1-6　≪活用≫の具体的な発言内容
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【　】内の数字はTable 5-1-1で示した対象者を表す

Table　5-1-7　≪学校体制≫の具体的な発言内容
具体的な発言内容【発言者】

・誰のを作るの？という原点に立ち返らなくてはいけないので，そこの線引きは各学校
でするしかない（略）制度化する上でクリアしなきゃいけない問題がある【3】
・最終的にその先生の熱意にかかってしまう（略）担任の先生1人になってしまうので，
そういう部分の学校としての支援をどうするかが大変【5】
・学校組織としてそういう子ども達をどう支援していくかっていうのが難しい【5】
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第四節 考察 

 

本調査の対象 7 校中 6 校において個別の指導計画を作成しており、

文部科学省（2017a）の調査通り、小学校における個別の指導計画作成

は浸透していることが窺えた。個別の指導計画は学習指導要領に作成

が明示されているものの、具体的な作成方法や内容については示され

ておらず、各学校に作成の主体性と責任がある（藤井，2001）。そのた

め、作成校においては作成の主体となる教師や対象児童の基準等、各

学校の実態に即した形で取り組んでいた。また、個別の指導計画作成

の際には、程度の差はあれ、通常学級教師が関与していることが明ら

かとなった。 

通常学級教師が主体的に個別の指導計画に関与していくための課題

として、通常学級教師の≪意識≫≪活用≫≪学校体制≫が挙げられた。

個別の指導計画に対する教師の≪意識≫に関して村中・笠原・藤井・

安藤（2001）は、知的障害養護学校教師が義務的な職務として個別の

指導計画を捉えたり、作成に対しての不安を感じていたり、義務感に

基づく多忙感や負担感を抱いていることを報告している。本研究の対

象者はコーディネーター等であり、本研究の結果をもって、通常学級

教師が個別の指導計画に対して＜多忙感・負担感＞＜不安感＞＜職務

周辺性＞＜抵抗感＞を抱いているとは言えない。しかし、通常の学級

における個別の指導計画作成に重要な役割を果たす教師（コーディネ

ーター等）が通常学級教師の≪意識≫について懸念する事態は把握で

きた。このことは、今後、通常学級教師が主体的に関与した個別の指

導計画の在り方を考究する際に重要な知見となる。  
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ところで、個別の指導計画を作成するためのソフトウェアに沿って

個別の指導計画を作成していた U1 ではソフトウェアによって作成は

簡略化され、教師の負担感は低減されたとの発言は得られた。しかし、

一方で『文章がすごくできていても実践していなければ意味がない

（略）すごく有効だって思っている先生はいないかもしれない』『作っ

てない時よりもこんなに違いますって少なくともうちの学校ではな

い』といった学校や対象児童の実態に沿わないことや成果を実感でき

ないことに対する≪活用≫についての課題が挙げられた。本来、国は

個別の指導計画についてその作成を明示するが、構成概念や具体的な

作成の方法については示していない（安藤，2000）。個別の指導計画作

成は各学校が創意工夫をして児童の実態に沿って作成するものであり、

そうでなければ授業への活用は困難であるといえる。  

本研究で得られた課題は、これまでに特別支援学校においても指摘

されてきたものである（例えば竹林地・肥後，2003）。したがって、特

別支援学校がこれまでどのように課題を克服し、研究、実践を積み重

ねてきたのかが、今後の通常の学級における個別の指導計画のあり方

を考究する際に重要な知見となると考えられる。  

また、分類されなかった課題として、『コーディネーターの他に校務

分掌が色々あるので仕事が大変』といった、コーディネーターの多忙

感も指摘された。個別の指導計画を作成する際には、児童生徒の障害

の状態や発達段階等の適切な把握や、指導につなげる目標や課題設定

等、専門的知識や技術が要求される（藤井，2001）。そのため、通常学

級教師一人に任せるのではなく、これまでに個別の指導計画を作成し

てきたコーディネーターや特別支援学級等の専門的知識を有する教師
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や外部専門家との協働の重要性が強調されている（渥美，2003；海津・

佐藤・涌井，2005）。しかし、通常の学校におけるコーディネーターは

通常学級教師や特別支援学級担任、養護教諭である場合も多い（和歌

山県教育センター学びの丘特別支援教育研究チーム，2008）。こうした

現状から、通常学級教師が主体的に関与して個別の指導計画を作成す

るためには、通常学級教師を支える立場であるコーディネーターの多

忙感も大きな課題といえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

研究 2 小学校教師の個別の指導計画に対する意識  

 

第一節 目的 

 

 個別の指導計画作成をめぐっては、教師の組織構造の特性として「作

成の二重構造」が指摘されている（安藤，2001b）。第一の層は、書式

や手続き等大枠を決定する教師群であり、第二の層はそれに基づいて

個別の指導計画を作成し、実際に児童生徒の指導にあたることで個別

の指導計画を運用していく教師群である。通常の学級における個別の

指導計画は、安藤（2001b）の指摘する第一の層の教師群が書式や手続

き等大枠を整える「構想期」から、第二の層の教師群が個別の指導計

画の作成や活用を主体的に行う「修正期」への転換を迎えている。こ

の時期における各学校の取組みが個別の指導計画の作成を形骸化させ

るかどうかの鍵を握っており（安藤，2001b）、通常学級教師一人一人

が個別の指導計画の作成及び活用を始めとする特別支援教育に果たす

役割は非常に大きいと考えられる。  

研究 1 において、通常学級教師が主体的に個別の指導計画作成に関

与するためには、通常学級教師の意識が重要であるという知見が得ら

れた。教師一人一人が個別の指導計画をどう理解し、意味づけている

かは、個別の指導計画作成という職務の遂行に大きな影響を及ぼすこ

とが指摘されている（村中ら，2001）。 

そこで、本研究では通常学級教師が個別の指導計画に対して抱く意

識を明らかにすることを目的とした。意識を明らかにする方法として、

本研究では SD（Semantic Differential）法を用いたイメージ調査を
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実施する。SD 法とは、Osgood，Suci，and Tannenbaum（1957）が開発

し、言葉の内包的意味の測定を目的とし、形容詞対の 7 段階尺度を用

いて評定させる技法であり、今日では幅広い対象や分野で利用されて

いる（北尾・瀧野・川原・杉村・岡本，1991）。様々な刺激対象を提示

し、そこから個人が受け取る感情的特性やイメージ、すなわち情緒的

意味の構造と相互の関連を検討するために用いられる（岩下， 1983）。 

意識とイメージは同一の概念ではないが、イメージは個人の行動の

底にある態度の認知的側面と深い関係をもち、より深い意味で、行動

の導き手となる価値や信念の原型をなすものである（菊池，1962）。飽

戸（1970）は、イメージを「行動への準備状態変数のうちの 1 つであ

り，態度と異なり安定性に乏しく，短期的なものでもよく，また意識

と異なり一貫性に欠け，きわめてあいまいで，漠然とした情緒的なも

のも含まれる」と定義した。イメージをとらえることを通じて、個人

のもつ意識の一側面を推測することが可能となると考えた。  
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第二節 予備調査  

  

１．目的 

 本研究で実施する SD 法は、あるコンセプトに対して Semantic 

Differential Scale（以下，SD 尺度）を用いてイメージを調査する方

法である。そこで、コンセプトの選定及び尺度の作成を目的とした調

査を実施した。 

 

２．方法 

（1）対象 

X 市の小学校 3 校の通常学級教師及び特別支援学級教師計 57 名を対

象とした。X 市は平成 16・17 年度に県の教育委員会から特別支援教育

推進体制モデル事業推進地域として指定を受けた地域である。そのた

め、モデル事業を通して、通常の学級に在籍する児童に対する校内支

援体制の整備や個別の指導計画作成に関する取り組みが推進されてい

る X 市を対象とした。 

（2）手続き 

SD 法の手続きは以下の通りである。①さまざまな形容語の対を以て

構成された複数の SD 尺度を用い、②複数者（対象者）に、③コンセプ

トに対しての評定を求める（岩下，1983）。 

 本研究で用いたコンセプトは、以下の 2 つの基準から選定した。基

準 1 は小学校の教育課程の編成との関連、基準 2 は個別の指導計画と

の関連である。 

 基準 1 より各教科の中で、用具教科から「国語」、内容教科から「理
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科」を選定した。また、各教科とは異なる領域として、「総合的な学習

の時間」を選定した。総合的な学習の時間は、小学校の教育課程編成

の中で、2002 年度より小・中学校で本格的に導入され、学校現場にお

いては比較的新しい用語である一方で、すでに約 10 年間取り組まれて

いる領域である。 

 基準 2 より「個別の指導計画」、「自立活動」及び「実態把握」を選

定した。「実態把握」は、99.5％の小学校で実施されていると報告され

ており（文部科学省，2017a）、個別の指導計画作成の有無に関わらず、

学級運営上不可欠な要素であると考えられるためコンセプトとして選

定した。 

 SD 尺度の作成にあたり、郵送による自由回答式の質問紙調査を実施

した。なお、調査の実施にあたっては、 X 市の教育委員会を通じて各

対象校に調査の依頼をした。対象者に上記の 6 つのコンセプトのうち

3 つのコンセプトを提示し、「次の言葉から連想される形容詞をできる

だけたくさんあげてください．その他の品詞のうち形容詞に準ずる用

法のもの（『名詞＋な』など）でも構いません．」という指示で自由に

記述してもらった。質問紙はそれぞれコンセプトの異なる 2 種類を作

成し、対象校においてランダムに対象者に配布してもらった。  

 

３．結果 

発送部数 3 校 57 名、回収部数 3 校 45 名（回収率 78.9％）であった。

質問紙①（コンセプト；「理科」，「個別の指導計画」，「実態把握」）は

24 名、質問紙②（コンセプト；「国語」，「総合的な学習の時間」，「自

立活動」）は 21 名の回答が得られた。各コンセプトに対して 3 名以上
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が挙げた形容語（40 語）を抽出した（「理科」10 語、「国語」8 語、「総

合的な学習の時間」5 語、「個別の指導計画」6 語、「自立活動」5 語、

「実態把握」6 語）。その後、重複する形容語を削除し、22 語の形容語

を使用した。次に、特別支援学校（肢体不自由）教師 3 名に 22 語の形

容語を提示し、反対語を自由に挙げてもらった。その際、正解や不正

解はなく、学校生活を思い浮かべたときに自然に思い浮かぶ形容語で

構わない旨を伝えた。挙げられた語句の中から、辞書の意味と相違し

ない範囲であり、複数名が挙げた形容語を反対語として選定した。な

お、回答が分かれた形容語に関しては、辞書及び先行研究（長島・藤

原・原野・斎藤・堀，1966）を参考に研究者が反対語を選定した。作

成された SD 尺度は、“細かい―おおざっぱな”“おとなしい―活動的な”

“苦手な―得意な”“楽な―面倒な”“集団的な―個別的な”“おもしろ

い―つまらない”“基本的な―発展的な”“自主的な―受動的な”“無感

動な―感動的な”“不要な―必要な”“粗雑な―綿密な”“具体的な―抽

象的な”“あきらめやすい―根気強い”“おおまかな―詳しい”“身近な

―疎遠な”“大切な―粗末な”“大変な―簡単な”“雑な―丁寧な”“む

ずかしい―やさしい”“楽しい―苦しい”“計画的な―無計画な”“不自

由な―自由な”の 22 個であった。 
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第三節 本調査 

  

１．目的 

 小学校教師が個別の指導計画に対して抱くイメージを明らかにする

ことを目的とする。  

 

２．方法 

（1）対象 

X 市の小学校 12 校の通常学級教師 164 名及び特別支援学級教師 18

名を対象とした。調査の実施にあたっては、 X 市の教育委員会を通じ

て各対象校に調査の依頼をした。  

（2）手続き 

郵送による質問紙調査を実施した。調査時期は 2010 年 11 月上旬か

ら 12 月上旬であった。 

（3）質問紙の構成 

質問紙はフェイスシート、個別の指導計画に対する認知及び関与を

測る質問項目、コンセプトについての SD 尺度で構成した。SD 法の評

定は 7 件法とした。対象者の負担を考え、コンセプトを変えた質問紙

を作成し、対象者 1 人あたり 3 つのコンセプトに回答してもらった。

なお、「個別の指導計画」に関しては全対象者に答えてもらった。 SD

尺度は両極性の形容詞対であるため、評定の偏りが考えられる。従っ

て、安藤（1989）の手続きを参考に Positive-Negative が一方に偏ら

ないように、乱数表を用いてランダム配列とした。SD 尺度の配列順に

関しても主観性を排除するために、同様の手続きを踏んだ。  
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（4）分析方法 

各コンセプトについて、SD 尺度に対する回答が 1 つでも欠落してい

る場合は、分析の対象から除外した。各 SD 尺度に対して中央値を 4 点

とし、左端から右端にかけて 1 点から 7 点までの得点を与えた。「個別

の指導計画」というコンセプトに関する得点は因子分析（主因子法・

promax 回転）を実施した。次に、 6 つのコンセプトに対するイメージ

の関連を探索的に調べるためにコレスポンデンス分析

（correspondence analysis）を実施した。コレスポンデンス分析は対

応分析とも呼ばれ、2 つの変数を構成するカテゴリーを多次元空間の

点として表し、その空間における点間の距離によってカテゴリー間の

関連の強さを表現するものである（山田，2002）。点の相対的位置関係

の検討によってカテゴリー間の関連を整理するもので、分析結果をわ

かりやすい形で示すことができるという意味で有用であるといわれて

いる（山田，2002）。 

イメージ研究に関する先行研究においてもコレスポンデンス分析が

使用されている。河内（2001）は、障害学生に対する情緒的意味の意

味構造を明らかにするために、自由記述による連想テストを実施し、6

つコンセプトに対する記述語の各出現頻数に対して数量化Ⅲ類の相対

尺度法を適用している。本調査では、河内（ 2001）や土屋（1996）の

手続きを参考にコレスポンデンス分析を実施した。  
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第四節 本調査の結果 

 

発送部数 12 校 182 部、回収部数 12 校 169 部（回収率 92.9％）であ

った。 

 

１．回答者のプロフィール  

回答者は、女性 121 名（71.6％）、男性 48 名（28.4％）であり、平

均年齢は 44.5 歳（SD=8.5）、教職経験年数の平均は 20.0 年（SD=9.3）

であった。通常学級教師が 150 名（88.8％）、特別支援学級教師が 15

名（8.9％）、未回答 4 名であった。また、特別支援学級等の特別支援

教育担当経験がある者は 22 名（13.0％）、ない者は 147 名（87.0％）

であった。 

 

２．個別の指導計画の認知及び関与について  

「個別の指導計画という言葉を聞いたことがありますか」という問

いに対して、あると回答した者が 159 名（94.1％）、ないと回答した者

が 10 名（5.9％）であった。個別の指導計画という言葉を聞いたこと

がある者の中で、「個別の指導計画の内容についてどの程度周りの人に

説明できますか」という質問に、全くできないと答えたものが 14 名

（8.8％）、ほとんどできない 45 名（28.3％）、多少はできる 81 名

（50.9％）、十分できる 19 名（11.9％）であった（Fig．5-2-1）。また、

「これまでにどの程度個別の指導計画の作成に関わったことがありま

すか」という問いに対しては、全く関わらなかったと回答した者が 49

名（30.8％）、ほとんど関わらなかったが 32 名（20.1％）、多少は関わ
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ったが 53 名（33.3％）、十分関わったが 25 名（15.7％）であった（Fig．

5-2-1）。 
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Fig．5-2-1 個別の指導計画の認知及び関与について  
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３．個別の指導計画に対する通常学級教師のイメージ  

（1）因子分析結果 

22 の SD 尺度の平均値及び標準偏差を Table 5-2-1 に示した。個別

の指導計画に対するイメージを明らかにするため、個別の指導計画と

いう用語を聞いたことがないと回答した者（ 10 名）及び SD 尺度に対

する回答が 1 つでも欠落している場合は分析の対象から除外した。そ

の結果、最終的に 149 名が有効回答者となった（有効回答率 88.2%）。

個別の指導計画に対する全 22 項目について因子分析（主因子法・

promax 回転）を行った。固有値の衰退状況（5.54，3.70，1.45，1.19，

1.09，0.957…）及び因子の解釈可能性から 3 因子が妥当であると判断

し、因子数を 3 に固定した。天井効果の見られた項目（項目 5）、因子

負荷量が 0.45 に満たない項目（項目 7，項目 13，項目 15）を削除し、

18 項目の SD 尺度において再度因子分析（主因子法・ promax 回転）を

行った。3 因子の累積寄与率は 54.1％であった（Table 5-2-2）。 

第 1 因子は、「おおまかな―詳しい」「雑な―丁寧な」「不要な―必要

な」「粗雑な―綿密な」「大切な―粗末な」「具体的な―抽象的な」「計

画的な―無計画な」「細かい―おおざっぱな」の 8 項目が高い負荷量を

示し、これらは個別の指導計画の意義や本質に関する形容語であるこ

とから、第 1 因子を「意義・本質因子」と命名した。    

第 2 因子は、「無感動な―感動的」「不自由な―自由な」「楽しい―苦

しい」「苦手な―得意な」「自主的な―受動的な」「おとなしい―活動的

な」「むずかしい―やさしい」「おもしろい―つまらない」の 8 項目が

高い負荷量を示し、これらは個別の指導計画を作成し、その後の授業

に期待されることを表していると考えられるため、第 2 因子を「作成
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後の期待因子」と命名した。  

第 3 因子は「大変な―簡単な」「楽な―面倒な」の 2 項目が高い負荷

量を示し、これらは個別の指導計画作成の手続きへの評価と解釈でき、

第 3 因子を「手続きへの評価因子」と命名した。  

内的整合性を検討するために Cronbach のα信頼性係数を算出した

結果、第 1 因子で 0.88、第 2 因子で 0.77、第 3 因子で 0.70 であった。

基準を 0.75 に設定するとき、第 3 因子に関しては内的整合性について

十分とはいえないが、因子の解釈可能性から許容の範囲であると判断

した。 

3 つの下位尺度のうち、「意義・本質」と「手続きへの評価」（ r=-.357）

は負の相関が、「作成後の期待」と「手続きへの評価」（ r=.280）は正

の相関が見られた。  
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SD尺度 平均値 SD
1 細かい―おおざっぱな 2.40 1.04
2 おとなしい―活動的な 4.30 1.06
3 苦手な―得意な 3.74 0.97
4 楽な―面倒な 5.03 1.00
5 集団的な―個別的な 6.05 1.13
6 おもしろい―つまらない 3.87 0.93
7 基本的な―発展的な 3.26 1.36
8 自主的な―受動的な 3.52 1.15
9 無感動な―感動的な 4.37 0.94
10 不要な―必要な 5.88 1.00
11 粗雑な―綿密な 5.83 1.01
12 具体的な―抽象的な 2.25 1.22

13 あきらめやすい―根気強い 5.06 1.14
14 おおまかな―詳しい 5.72 1.17
15 身近な―疎遠な 3.21 1.37
16 大切な―粗末な 2.13 0.91
17 大変な―簡単な 2.64 1.14
18 雑な―丁寧な 5.64 1.12
19 むずかしい―やさしい 3.15 1.32
20 楽しい―苦しい 4.19 1.09
21 計画的な―無計画な 2.08 1.00
22 不自由な―自由な 4.03 0.96

Table 5-2-1  個別の指導計画に対する得点
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

14 おおまかな―詳しい .837 -.015 -.015
18 雑な―丁寧な .783 -.194 .029

10 不要な―必要な .722 .117 .153
11 粗雑な―綿密な .714 .072 -.154
16 大切な―粗末な -.705 -.081 -.058
12 具体的な―抽象的な -.641 .05 -.081
21 計画的な―無計画な -.617 -.086 -.028
 1  細かい―おおざっぱな -.492 .062 .298

 9 無感動な―感動的な .079 .732 -.159
22 不自由な―自由な .065 .653 .077
20 楽しい―苦しい .051 -.542 -.158
 3 苦手な―得意な -.009 .539 .176
 8 自主的な―受動的な -.058 -.526 .153
 2 おとなしい―活動的な -.066 .496 -.245
19 むずかしい―やさしい -.072 .467 .339
 6 おもしろい―つまらない .003 -.403 .001

17 大変な―簡単な .061 -.182 .891
 4 楽な―面倒な -.036 -.047 -.722
因子間相関

Ⅱ .108
Ⅲ -.449 .372

Ⅱ 作成後の期待(α=.77)

Ⅲ 手続きへの評価(α=.70)

Table 5-2-2  因子分析結果

Ⅰ 意義・本質(α=.88)
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（2）個別の指導計画に対するイメージと個人属性との関連  

個別の指導計画に対するイメージが教師の個人属性とどのように関

係しているかを検討した。個人属性は、特別支援教育経験（有り，無

し）、個別の指導計画の説明の程度（全くできない，ほとんどできない，

多少はできる，十分できる）、個別の指導計画作成への関与の程度（全

く関わらなかった，ほとんど関わらなかった，多少は関わった，十分

関わった）において分析を行った。各個人的属性を独立変数、個別の

指導計画に対するイメージの各下位尺度得点を従属変数とする一元配

置分散分析を行った。個別の指導計画の関与の程度において、「手続き

への評価」得点に有意差（F(3，145)=2.687，p<.05）がみられたため、

Tukey 法の多重比較を行った。その結果、ほとんど関わらなかった教

師群よりも多少は関わった教師群が「手続きへの評価」得点が有意に

高かった。なお、特別支援教育経験及び説明の程度では有意差は認め

られなかった。 

 

４．6 つのコンセプトに対するイメージの関係  

対極の意味を持つ 22 の SD 尺度を、6 つのコンセプトに対する 44 の

形容語とみなし、回答者を二値化した。すなわち、 7 段階の尺度にお

いて 1 点～3 点にあたる回答は左側の形容語を選んだものとし、5 点～

7 点にあたる回答は右側の形容語を選んだものとした。どちらでもな

いにあたる 4 点の回答は分析の対象から除外した。 6 つのコンセプト

別に 44 の形容語の出現頻数及び出現頻数に対する割合（以下，出現頻

度）を求めた。本調査では、各コンセプトによって回答者数が異なる

ため、山田（2002）を参考に出現頻数ではなく出現頻度を重みづけ係
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数として用いた。その中で、いずれか 1 つのコンセプトに対して出現

頻度が 20%以上を示した 32 の形容語を分析の対象とし採用した（Table 

5-2-3）。従って、本研究では［コンセプト 6］×［形容語 32］のクロ

ス集計表にコレスポンデンス分析を実施した。  
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1 細かい
2 おおざっぱな
3 おとなしい
4 活動的な
5 苦手な
6 得意な
7 面倒な
8 集団的な
9 個別的な
10 おもしろい
11 基本的な
12 発展的な
13 自主的な
14 受動的な
15 感動的な
16 不要な
17 必要な
18 綿密な
19 具体的な
20 抽象的な
21 根気強い
22 おおまかな
23 詳しい
24 身近な
25 大切な
26 大変な
27 丁寧な
28 むずかしい
29 楽しい
30 苦しい
31 計画的な
32 自由な

Table 5-2-3  コレスポンデンス分析に使用した形容語
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コレスポンデンス分析を行った結果、コンセプトと形容語に対する

5 次元の得点が得られた。各次元の寄与率は 60.8%、19.4%、11.5%、5.9%、

2.4%であり、第 2 次元までで累積寄与率が 80.2%であることから、第 2

次元までを採用した（Fig．5-2-2）。 

また、各コンセプト間の類似度からそれらを類型化するために、コ

レスポンデンス分析で得られた各次元の得点を変数としたクラスター

分析（平方ユークリッド距離，Ward 法）を行い、主要な 6 つのクラス

ターを抽出した（Fig．5-2-3）。国語と同じクラスターに分類された形

容語は、「おとなしい」「受動的な」「抽象的な」であった。理科と同じ

クラスターに分類されたのは「苦手な」「得意な」「おもしろい」「感動

的な」「身近な」「むずかしい」「楽しい」「自由な」であった。総合的

な学習の時間と同じクラスターに分類されたのは、「活動的な」「面倒

な」「自主的な」であった。個別の指導計画、自立活動、実態把握と同

じクラスターに分類された形容語は、「細かい」「個別的な」「基本的な」

「必要な」「綿密な」「具体的な」「根気強い」「詳しい」「大切な」「大

変な」「丁寧な」「苦しい」「計画的な」であった。  
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Fig．5-2-2 コレスポンデンス分析の結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Dendrogram using Ward’s Method
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Fig．5-2-3 クラスター分析結果 
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第五節 考察 

 

１．個別の指導計画に対するイメージ  

本調査の結果、対象者の 94.1%において個別の指導計画という言葉

を聞いたことがあり、その中の 62.8%が個別の指導計画を他者にある

程度説明できると答えた。また、個別の指導計画の関与に関しても、

約半数の教師がこれまでに個別の指導計画作成に何らかの形で関与し

た経験があると答えており、小学校教師において個別の指導計画が浸

透しつつある現状がうかがえた。  

 個別の指導計画に対するイメージを因子分析によって明らかにした

ところ、「意義・本質因子」「作成後の期待因子」「手続きへの評価因子」

の 3 因子が抽出された。個別の指導計画は、学校全体の教育計画のも

とに個々の児童生徒の教育的ニーズに対応して指導の方法や内容の明

確化を図るものであり、学校でのきめ細かな指導を行うために有意義

なものと考えられている（文部科学省，2003a）。各学校は創意工夫し

て「個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を

計画的，組織的に行うこと」が求められている。このような個別の指

導計画の意義や本質は、小学校教師の個別の指導計画に対するイメー

ジに現れていた。また、個人属性ごとの分析では、個別の指導計画作

成にこれまでほとんど関わらなかった教師群よりも多少は関わった教

師群が「手続きへの評価」得点が有意に高かった。個別の指導計画作

成に関しては、コーディネーターを中心になるべく作成者の負担を軽

減するように意識して様式を作成する、手続きを明確にする等、各学

校で工夫がなされている（和歌山県教育センター学びの丘特別支援教
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育研究チーム，2008）。各学校の取組みが、小学校教師のイメージに影

響していることが推測された。  

 

２．コンセプトにおけるイメージ間の関連  

 6 つのコンセプトにおけるイメージ間の関連を調査した結果、個別

の指導計画と自立活動、実態把握が同様の類型に分類された。理科や

国語、総合的な学習の時間がそれぞれ別々の類型に分類された一方で、

個別の指導計画、自立活動、実態把握といった特別支援教育に関する

用語は類似したイメージを抱く用語であることが明らかとなった。こ

れらの結果から、理科や国語、総合的な学習の時間が小学校教師にと

ってそれぞれのイメージが確立しているのに対し、個別の指導計画、

自立活動、実態把握に関しては漠然としたイメージを抱いていること

が示唆された。村中ら（2001）が実施した調査によると、知的障害養

護学校教師は、その作成が義務づけられた 2 年後には既に個別の指導

計画を既知的で優先的な職務としてとらえていた。一方で、質問紙を

作成するにあたって実施した面接調査では、義務的な職務として個別

の指導計画をとらえたり、作成に対しての不安を感じていたり、義務

感に基づく多忙感や負担感などの教師のネガティブな発言が多く認め

られた。本研究においても、個別の指導計画、自立活動、実態把握に

対して、「基本的な」「必要な」「詳しい」「計画的な」といった「本質・

意義因子」に関わる形容語が分類された。一方で、「大変な」「苦しい」

といった小学校教師の負担感を表わす形容語も布置された。安藤

（2001b）が指摘するように、多くの教師は個別の指導計画について校

内で検討を重ねるプロセスには直接携わらず、検討委員会によって試
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案された書式を提示されてはじめて実質的に作成過程に参加すること

になる。このような個別の指導計画作成の意義を検討する過程に携わ

らない教師においては、書式をどう埋めるかに関心が向けられると想

定される。個別の指導計画を作成することは担当者にとってある程度

の負担となることはやむを得ないが、その中で重要なことは何のため

に個別の指導計画を作成するのかということについて目的を明確にし、

教師間で共通理解を図ることである（河村，2008）。 

 個別の指導計画は、授業やカリキュラムを改善・活性化する媒体と

なることが重要であり、日々の授業実践や授業改善に生かされなけれ

ばならない。職務多忙やバーンアウト等の教師を取り巻く現状を鑑み

ると、個別の指導計画の作成と授業への活用との乖離は、通常学級教

師の多忙感や負担感の増大を招くことが想定される。そして、その事

態の常態化は書式をどう埋めるかに関心が向けられると予測され、義

務感に起因する個別の指導計画の形骸化が懸念される。  
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研究 3 通常学級教師の個別の指導計画作成に対する意識に影響を及

ぼす要因の検討 

 

第一節 目的 

 

研究 1 及び研究 2 において、小学校の通常学級教師が個別の指導計

画作成に対して主体的に関与するための現状及び課題について調査し

た。研究 1 において、小学校における個別の指導計画作成は徐々に浸

透しつつあり、作成に通常学級教師が少なからず関与している現状が

あった。同時に、今後通常学級教師が主体的に個別の指導計画に関与

していくためには、通常学級教師の意識や、個別の指導計画の活用の

問題、個別の指導計画に関わる学校体制の整備が重要であることが明

らかとなった。通常学級教師が個別の指導計画作成に対して否定的な

意識を示すことは、効果的な個別の指導計画の作成及び活用につなが

らないことが予想できる。そこで、研究 2 において、通常学級教師の

個別の指導計画に対する意識の一側面をイメージを用いて推測した。

その結果、個別の指導計画に対しては、その意義や本質を重要視しつ

つ、負担となるイメージを抱いていることが明らかとなった。  

そこで研究 3 では、これまでの研究を踏まえ、通常学級教師が個別

の指導計画作成に対してどのような意識を抱いているかをより具体的

に明らかにするとともに、意識に影響を及ぼす要因について因果モデ

ル（Fig．5-3-1）を仮定し、そのモデルを検証することを目的とした。  

意識を規定する要因として本研究では、環境要因と個人要因に着目

した。環境要因として学校の組織風土と個別の指導計画に対する学校
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組織体制の充実度が挙げられる。学校組織の構造及び雰囲気などの学

校の組織風土（組織特性）が教師の職務の遂行や意識に影響を与える

ことが指摘されている（Cooper， Cooper， & Earker， 1988）。西山・

淵上・迫田（2009）は、協働的風土と同調的風土の 2 要因からなる学

校の組織風土を挙げ、中でも協働的風土が学校の取り組みの定着に肯

定的な影響を与えているとした。また、佐古（ 2006）も、個業化、統

制化、協働化の 3 要因からなる学校の組織化傾向を挙げ、協働化は教

師の職務遂行の困難さを低減し、学校改善に対する教師の関与意義の

形成を高め、教師の教職観の形成に肯定的な影響を与えるとしている。

個別の指導計画の作成においても、校外関係者との協働の重要性が挙

げられている（文部科学省，2009）。 

また、研究 1 において、通常学級教師が個別の指導計画を主体的に

作成する際の課題の 1 つとして学校組織体制の充実度が挙げられた。

個別の指導計画をだれがどのように作成するのか、といった校内の組

織体制が整備されていないことが、通常学級教師の負担感や不安感を

増大させることが予想される。そこで、学校の組織風土及び個別の指

導計画に対する学校組織体制の充実度から個別の指導計画作成に対す

る意識に影響を与えるパスを設定した。  

次に、個人要因として、教職経験年数、特別支援教育経験の有無、

個別の指導計画の作成経験の有無を挙げた。  

以上の点を反映した仮説モデルを Fig．5-3-1 に示した。 
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Fig．5-3-1 仮説モデル 
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第二節 方法 

 

１．対象 

首都圏にある県内 5 市の小学校 64 校の通常学級教師 384 名。1 校あ

たり各学年 1 名ずつの計 6 名とした。 

 

２．手続き 

郵送による質問紙調査を実施した。各市の教育委員会を通して学校

長あてに依頼書を送付した。各学年 1 名の通常学級教師を選んでもら

い、回答してもらった。回答者の選定は各学校に一任した。  

 

３．調査内容 

（1）プロフィール項目  

年齢、性別、教職経験年数、特別支援教育経験の有無、個別の指導

計画作成経験の有無をたずねた。  

（2）個別の指導計画作成に対する意識を測る尺度  

個別の指導計画に対する先行研究（例えば，肥後・小塩，2002；干

川，2002；池田・井坂，2001；小坂・姉崎，2011；栗原・霜田，2011）

から、個別の指導計画作成に対する教師の意識に関する項目を抜き出

し、18 項目を作成した。 

（3）学校の組織風土を測る尺度  

佐古（2006）及び西山ら（2009）で用いられた質問項目、及び池田・

安藤（2012）を参考に、16 項目を選定した。 

（4）個別の指導計画に対する学校組織体制の充実度を測る尺度  
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先行研究（例えば，竹林地・肥後，2003；岡嶋・藤田，2002；大沼，

2009；佐藤・八幡，2006）から、個別の指導計画に対する学校組織体

制の充実度に関する項目を抜き出し 6 項目を作成した。 

なお、すべての項目において、設問数に関して他の項目との調整を

行い、相互に近いと思われる設問を割愛して、調査に合うように一部

表現を修正した。修正作業は個別の指導計画作成経験が豊富な特別支

援学校の教師と共に行った。  

 

４．得点の与え方と分析  

プロフィール項目に関しては記述及び選択での回答を求めた。各尺

度に関する回答は、「全く思わない（1 点）」から「非常にそう思う（5

点）」の 5 件法で求めた。 

構成した因果モデル（Fig．5-3-1）を検証し、意識に影響を与える

要因を明らかにするため、各項目に対して探索的因子分析を行った。

その後、モデルの検証のため構造方程式モデリングを用いた分析を実

施した。 

なお、本調査はすべての質問項目に対して逆転処理をした上で分析

を実施した。また、モデルの検証においても、逆転処理した質問項目

を用いた。 
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第三節 結果 

 

 発送部数 64 校 384 名、回収部数 64 校 378 名（回収率 98.4％）であ

った。調査によって得られた回答から、すべての尺度及び個別の指導

計画作成経験の有無に欠損や不備のあったものを削除し、 354 名を分

析対象とした（有効回答率 93.7％）。 

 

１．回答者のプロフィール及び各尺度の因子構造の検討  

（1）回答者のプロフィール  

回答者は、男性 115 名（32.5％）、女性 239 名（67.5％）であった。

教職経験年数の平均は 19.43 年（SD＝12.7）であった。また、特別支

援教育経験がある者は 305 名（86.2％）、ない者は 49 名（13.8％）で

あった。これまでに個別の指導計画作成経験がある者は 272 名

（76.8％）、ない者は 82 名（23.2％）であった。 

プロフィール項目のうち、教職経験年数、特別支援教育経験の有無、

個別の指導計画作成経験の有無をその後の分析に使用した。なお、特

別支援教育経験の有無、個別の指導計画作成経験の有無は二値データ

を分析に使用した。  

（2）個別の指導計画作成に対する意識  

個別の指導計画作成に対する意識に関する 18 項目について因子分

析（最尤法・promax 回転）を行った。因子負荷量の絶対値が 0.45 に

満たない 5 項目を削除し、再度 13 項目による因子分析を実施した。そ

の結果を Table 5-3-1 に示す。 
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1 2 3
１　非負担感（α=.79）

 作成することは負担に感じる .882 -.007 .060

 作成することは面倒だと感じる .708 -.01 .057

 作成するための時間がない .616 .029 .043

 作成しなければならないというプレッシャーを感じる.582 .036 -.071

２　自信（α=.77）

 作成や活用方法がわからない .048 .771 -.016

 作成は不安である .037 .664 -.018

 個別の指導計画とは何かがわからない -.059 .641 .152

 作成したとしてもこれで良いのかどうか不安である .099 .575 -.339

 誰が作成したら良いのかわからない -.121 .543 .298

３　職務中心性（α=.75）

 必要だとは感じていない .005 -.056 .819

 個別の指導計画に対する関心がある　 .043 -.168 .636

 作成は当然のことだと思う　 -.016 .083 .616

 役に立つか疑問に感じる .094 .136 .479

因子間相関　１ .387 ―

2 .354 .436 ―

Table 5-3-1 個別の指導計画作成に対する意識に関する因子分析
因子
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第 1 因子は、「作成することは負担に感じる」「作成することは面倒

だと感じる」「作成するための時間がない」「作成しなければならない

というプレッシャーを感じる」の 4 項目に高い負荷量を示した。本調

査はすべての質問項目に対して逆転処理し分析したため、これらの個

別の指導計画に対する負担感を示す質問項目に対して、「非負担感」と

命名した。 

第 2 因子は、「作成や活用方法がわからない」「作成は不安である」

「個別の指導計画とは何かがわからない」「作成したとしてもこれで良

いのかどうか不安である」「誰が作成したら良いのかわからない」の 5

項目に高い負荷量を示した。本調査はすべての質問項目に対して逆転

処理し分析したため、これらの個別の指導計画作成に対する不安を表

す質問項目に対して、「自信」と命名した。  

第 3 因子は、「必要だとは感じていない」「個別の指導計画に対する

関心がある（逆転項目）」「作成は当然のことだと思う（逆転項目）」「役

に立つか疑問に感じる」の 4 項目に高い負荷量を示した。本調査はす

べての質問項目に対して逆転処理し分析したため、これらの個別の指

導計画を自らの職務として捉えていない意識の項目を「職務中心性」

と命名した。 

なお、内的整合性を検討するために Cronbach のα信頼性係数を算出

した結果、第 1 因子でα＝.79、第 2 因子でα＝.77、第 3 因子でα＝.75

であり、因子の解釈可能性から許容の範囲であると判断した。因子得

点をその後の分析に使用した。  
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1 2
１　協働（α=.79）

教育実践や校務分掌に関する多様な意見を受け入れ、皆で腹
をわって議論できる雰囲気である

.774 .046

皆が協力してよりよい教育を目指しているので、自分も高い
職務意識を持つことが出来る

.654 .000

何か困ったときには、同僚から援助や助言を受けることが出
来る

.649 .092

校内の指揮・監督系統が確立していて、それに沿った指導や
監督がなされている

.611 -.04

保護者との信頼関係が作られている .487 .046
職員会議は、一部の意見に従うかたちでまとまることが多い -.487 .067
教師集団の和を大切にするあまり、自分の考えや主張が通り
にくい職場である

-.483 .12

２　個業（α=.69）
学校の教育目標や課題を具体的にどう受け止めるかについて
は、個々の教師に委ねられている

.024 .731

指導方法の工夫や改善は、主にそれぞれの教師が個別に判断
して実践している

.099 .637

各担任は、学級に困難な問題が生じたときには、他の先生の
力を借りるよりも、できるだけ自分の力で解決していくよう
にしている

-.166 .557

-.424 ―

因子
Table 5-3-2 学校組織特性要因に関する因子分析

因子間相関　
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（3）学校組織特性要因  

（2）と同様に、最尤法・promax 回転による因子分析を行った。そ

の結果、天井効果の見られた 1 項目及び因子負荷量の絶対値が 0.45 に

満たない 5 項目を削除した。再度 10 項目による因子分析を実施した。

その結果を Table 5-3-2 に示す。 

第 1 因子は「教育実践や校務分掌に関する多様な意見を受け入れ、

皆で腹をわって議論できる雰囲気である」「皆が協力してよりよい教育

を目指しているので、自分も高い職務意識を持つことが出来る」「何か

困ったときには、同僚から援助や助言を受けることが出来る」「校内の

指揮・監督系統が確立していて、それに沿った指導や監督がなされて

いる」「保護者との信頼関係が作られている」「職員会議は、一部の意

見に従うかたちでまとまることが多い」「教師集団の和を大切にするあ

まり、自分の考えや主張が通りにくい職場である（逆転項目）」の 7 項

目で構成された。佐古（2006）や西山ら（2009）における学校の協働

性を表す項目が多くを占めていたため、「協働」と命名した。  

第 2 因子は、「学校の教育目標や課題を具体的にどう受け止めるかに

ついては、個々の教師に委ねられている」「指導方法の工夫や改善は、

主にそれぞれの教師が個別に判断して実践している」「各担任は、学級

に困難な問題が生じたときには、他の先生の力を借りるよりも、でき

るだけ自分の力で解決していくようにしている」の 3 項目で構成され

た。これらは、佐古（2006）による学校の個業化を表す項目であった

ため、「個業」と命名した。 

なお、内的整合性を検討するために Cronbach のα信頼性係数を算出

した結果、第 1 因子でα＝.74、第 2 因子でα＝.68 であり、第 2 因子
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において十分な信頼性が確保できなかったため、今後の分析から除外

した。因子得点をその後の分析に使用した。  

（4）個別の指導計画に対する学校組織体制の充実度  

（2）と同様に、最尤法・promax 回転による因子分析を行った。因

子負荷量の絶対値が 0.45 に満たない 2 項目を削除し、再度 4 項目によ

る因子分析を実施した結果、一因子が抽出された。その結果を Table 

5-3-3 に示す。 

『作成するための学校としての専門性がないと感じる』『個別の指導

計画に関する専門家による相談・助言の機会がすくない』『作成する教

員が足りない』『書式の検討が不十分だと感じる』の 4 項目で構成され、

「学校組織体制の充実度」と命名した。なお、内的整合性を検討する

ために Cronbach のα信頼性係数を算出した結果、α＝ .70 であった。

因子得点をその後の分析に使用した。  
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因子
1

１　組織体制の充実度（α=.70）
　作成するための学校としての専門性がないと感じる .729
　個別の指導計画に関する専門家による相談・助言の機会がすくない .582
　作成する教員が足りない .577
　書式の検討が不十分だと感じる .559

Table 5-3-3 学校組織特性要因に関する因子分析
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２．構造モデルの検証 

 

 パス解析を用いて個別の指導計画作成に対する意識に影響を与える

要因の検証を行った。分析には Amos17 を使用し、修正指数や各適合度

指標をもとにモデルの修正を行い最終的なモデルを導出した。最終的

なモデルで有意となったパスを Fig．5-3-2 に示す。各適合度指標の値

は高く（χ 2(4)＝5.877，p＝.209，CFI＝.995，AIC＝39.877，RMSEA

＝.036）モデルはデータに対して高い適合度を示したといえる。  

個別の指導計画に対する「非負担感」に対して、環境要因である「学

校組織体制の充実度」が有意な正のパスを示した。また、「自信」に対

しては「協働」「学校組織体制の充実度」「作成経験」、「職務中心性」

に対しては環境要因である「協働」及び「学校組織体制の充実度」、個

人要因である「作成経験」が、それぞれ有意な正のパスが認められた。

個人要因である「教職経験年数」及び「特別支援教育経験の有無」は

個別の指導計画の意識に有意な影響を与えなかった。  
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.16

意識

非負担感

自信

職務中心性

協働

学校組織体制の充実度

個別の指導計画作成経験

環境要因

個人要因

.20

.21

.36

.29

.20

.36

.17

※有意なパスのみ掲載。誤差項は省略した。  

Fig．5-3-2 因果モデル 
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第四節 考察 

 

１．各尺度の構造 

通常学級教師の個別の指導計画作成に対する意識の構造を探索した

結果、「非負担感」「自信」「職務中心性」の 3 因子が得られた。研究 1

においては、通常学級教師の個別の指導計画に対する意識として＜多

忙感・負担感＞＜不安感＞＜職務周辺性＞＜抵抗感＞が挙げられた。

また、研究 2 において個別の指導計画に対する負担的なイメージが抽

出された。因子名自体は反語となっているが、内容として本結果は先

の 2 つの研究を概ね支持する結果となった。学校の組織風土の関して

は先行研究（佐古，2006）と同様に「協働」と「個業」の 2 因子が抽

出されたものの、「個業」の信頼性係数が低かった。「協働」とは、「取

り組むべき問題を相互に理解して共有し、その問題の解決や改善に向

けて互いに関与しながら協力していくこと（淵上，2005）」であり、学

校現場において「協働」の重要性は古くから指摘されてきた。特に近

年は学校内外における「協働」への注目度は高い。  

 

２．個別の指導計画作成に対する意識に影響を与える要因  

意識に影響を与える要因として、環境要因として「学校の組織風土」

と「学校組織体制の充実度」、個人要因として「教職経験年数」「特別

支援教育経験」「作成経験」を挙げた。中でも、「学校組織体制の充実

度」を整えることは、通常学級教師の個別の指導計画に対する負担感

を軽減し、自信をつけ、自らの職務としてとらえることにつながる結

果が示された（Fig.5-3-2）。個別の指導計画は、構成概念や具体的な
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方法については示されておらず（安藤，2000）、各学校にとって適した

方法や手順で作成することとなっている。誰がどのように個別の指導

計画を作成するのかは各学校に一任されているため、学校として個別

の指導計画を作成するための体制を整える必要がある。  

また、学校の「協働」的な雰囲気は通常学級教師の「非負担感」に

はつながらないが、「自信」と「職務中心性」につながることが示され

た（Fig.5-3-2）。「協働」は、ストレスに満ちた教師のサポート体制と

しても捉えられており（今津，2000）、教師が困った時に気軽に相談し

合える雰囲気を学校が持っていることは、個別の指導計画作成に対す

る教師の支援において重要な要因となる。  

次に、個別の指導計画の「作成経験」は自信と職務中心性につなが

ることが明らかとなった。個別の指導計画は、2008 年に告示された小

学校学習指導要領において作成が明示され、学校としての作成率は上

昇しているものの（文部科学省，2017a）、教師個人においては、作成

した経験のない教師も多い（Ikeda & Ando，2012）。学級担任を任され

て初めて個別の指導計画を作成するのではなく、今後は研修等での作

成経験を提供する場も重要であるといえる。  

 本論文で検証した環境要因である「協働」と「学校組織体制の充実

度」は、相関の関係が示された。協働的な雰囲気の学校は、個別の指

導計画に対する体制も整備されているということがわかった。本論文

において、両要因はそれぞれ重要なものである点や、両要因を含めた

構造モデルの適合度の高さから、本研究では両者を分析の対象として

扱ったが、多重共線性の問題は課題として残る。  
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第五章の総括 

 

個別の指導計画の意義や本質から考えると、対象児童生徒の指導に

直接携わる教師が個別の指導計画を作成することが重要である。小学

校に在籍する障害のある児童に対する個別の指導計画作成を考えた際

には、通常学級教師が果たす役割は極めて大きい。通常学級教師が主

体的に関与し、個別の指導計画を作成していくことが必要である。  

研究 1 において、通常学級教師が主体的に関与するためには、通常

学級教師の≪意識≫≪活用≫≪学校体制≫が重要であるとわかった。

また、研究 2 では、通常学級教師は少なからず負担感を抱いているこ

とが示唆され、義務感に起因する個別の指導計画の形骸化が懸念され

る結果となった。そこで、研究 3 において、そうした通常学級教師の

意識に影響を与える要因を検討した結果、Fig.5-3-2 の因果モデル（第

五章研究 3 参照）に示した通り、環境要因として「学校の組織風土（協

働）」と「学校組織体制の充実度」、個人要因として「作成経験」が重

要であることが明らかとなった。通常学級教師本人が個別の指導計画

の作成経験があるとは限らない。そこで、協働する教師の中に作成経

験を有する教師がいることが、通常学級教師の個別の指導計画作成に

対する自信や職務中心性につながると考えられる（Fig.5-3-2）。その

役目を小学校において担っているのはコーディネーターや特別支援学

級教師である。しかし、このような教師が必ずしも個別の指導計画の

作成経験があるとは限らない上に、研究 1 で示したように、通常の学

級における個別の指導計画作成に関する学校体制が十分とは言えない

のが現状である。 
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そこで、本研究においては、学習指導要領（文部科学省，2008）に

おいて、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつと示されるよう

に、特別支援学校でこれまで蓄積されてきた方法や知識を活用するこ

とを提案したい。 

特別支援学校※ 8においては、個別の指導計画は対象児童生徒に関わ

る複数の教師によって作成されている（藤田・柳本・石部・河合・山

本・西川・川間，1990；柳本ら，1991）。このことについて、笠原（2001）

はティーム・ティーチング（以下，TT）を一つの要因として挙げてい

る。昭和 54 年の養護学校教育の義務制施行以降、特別支援学校では在

籍児童生徒の障害の重度・重複化が一層進行し、今日のような TT によ

る指導が一般化している。複数教師が関与する授業においては、指導

内容等についての共通理解が重要であり、このことが指導計画※ 9を複

数教師で作成していることに結びついていると考えられる（笠原，

2001）。ところで、小学校、とりわけ通常の学級に関しては、特別支援

学校とは異なり、TT による指導が常態化しているわけではない。日本

の学校組織は、個々の教師による個別の裁量で動く疎結合の構造を持

ち、協働に対して消極的であるという指摘もあり（瀬戸，2006；紅林，

2007）、複数教師による協働に関する課題も多い。  

また、近年では校内の教師のみならず、校外の専門家等との協働も

重要となっている。教師が外部専門家と協働する際の課題として、中

井・高野（2011）は、協働が単なる情報交換としてとらえられること

が多く、指導上の効果的な連携には至っていないことを指摘している。

佐藤・藤井・武田（2015）も、外部専門家からの助言をそのまま学校

                                                   
8 当時は養護学校。  
9 養護・訓練の指導計画のことを指す。  
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の指導に取り入れてしまうことの危険性を課題として挙げた。課題へ

の対応として、徳永（2004）は、協働する関係者各々の役割の明確化、

視覚的に情報を理解しやすい形での話し合いの効率化、話し合いをし

ながら関係者が作業を共有することを提案している。加藤・里見・浅

沼・千田・柳本（2005）も、学校教員の専門性を生かして担う役割の

明確化及び指導の共通理解や成果につながる手続きのシステム化が重

要であると述べている。また、山田（2015）や佐藤ら（2015）は、外

部専門家との仲立ちとなるコーディネーターの重要性を指摘している。 

そこで、本研究における個別の指導計画作成に関わる協働モデルを

以下の通り定義する。定義の一覧及び各定義に関する根拠を Table 5-1

に示す。 

 

【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること  

これまでの研究から、通常学級教師が関与する必要があるものの（研

究 1）、通常学級教師は個別の指導計画に対して負担となるイメージを

抱いており（研究 2）、主体的に個別の指導計画を作成しているとは言

い難かった。通常学級教師の自信や職務中心性には、個別の指導計画

の作成経験や複数教師による協働が重要である（研究 3）。協働に関し

ては、外部専門家である特別支援学校教師が重要となるが、通常学級

教師と特別支援学校教師の仲立ちとなるコーディネーターは必要不可

欠な存在である（山田，2015；佐藤ら，2015）。そのため、本研究に

おける個別の指導計画作成に関わる協働モデルの定義として、「【 1】通

常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、仲立ち
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となるコーディネーターによるものであること」とした。  

 

【2】各教師の役割が明確であること  

協働にあたっては、関係者各々の役割の明確化が必要である（徳永，

2004；加藤ら，2005）。具体的には、通常学級教師は対象児童及び教

室内の環境、指導方針等に関する情報提供をし、個別の指導計画を作

成する役割を、特別支援学校教師は個別の指導計画作成の手続きに関

して提案し、通常学級教師が作成する個別の指導計画を支援する役割

を、コーディネーターは同校における個別の指導計画の様式や作成の

手続き等に関する情報提供及び作成に関して同校の他教師に対して継

承、展開する役割及び特別支援学校教師との協働における日程調整や

場所の提供等の仲立ちとなる役割とした。 

研究 1 の結果より、通常学級教師が対象児童を選定している小学校

が多く、コーディネーターが、個別の指導計画に対する学校体制（様

式や手続き等）の整備を行っていることが明らかとなった。作成経験

を有する教師との協働が通常学級教師の個別の指導計画に対する自信

や職務中心性につながる（研究 3）ことから、各教師の役割を上記の

ように設定した。 

 

【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で

話し合いができるものであること  

障害に対する専門的知識が少ない通常学級教師と専門的知識が豊富

な特別支援学校教師による話し合いでは、特別支援学校教師の「助言

をそのまま学校の指導に取り入れてしまうことの危険性（佐藤ら，
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2015）」が出てくる。その事態は、対象教師が対等な立場で話し合い

ができるとは言えず、協働の定義である「取り組むべき問題を相互に

理解して共有し、その問題の解決や改善に向けて互いに関与しながら

協力していくこと（淵上，2005）」をふまえると、協働的な話し合いで

あるとは言えない。そこで、「【3】学校間、対象者間の連携が取れてお

り、対象教師が対等な立場で話し合いができるものであること」とし

た。 

本章において構築した協働モデルを、研究 4 において、実践する。

なお、協働モデルのイメージ図を Fig．5-1 に示した。 

研究 4 において個別の指導計画作成は、必ずしも障害の診断を受け

ている児童に限らないが、その際には保護者の同意等での課題がある

ことがわかった（研究 1）。そのため、通常の学級に在籍する児童の中

で、障害の診断を受けている児童を研究 4 における対象とする。また、

研究 4 において、特別支援学校教師とは、同校に対してセンター的機

能の一環として通級による指導（巡回指導）に携わる肢体不自由特別

支援学校教師を選定した。これは日常的に学校間、教師間において信

頼関係が築けており、対象となる児童に関しても特別支援学校教師が

知っている必要があるためである。また、第三章第二節において述べ

たように、通常の学級に在籍する肢体不自由児においては、巡回によ

る通級による指導の取り組みが始まっており、その取り組みに着目す

る意義は大きい。通級による指導は、『障害による学習上又は生活上の

困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立活動」の内容を

取り入れるなどして、個々の児童の障害の状態等に応じた具体的な目

標や内容を定め、学習活動を行う』ことが示されている（文部科学省，
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2008）。その際には「教師間の連携に努め、効果的な指導を行う」必要

があり、「通級による指導の担当教師だけでなく、他の教師との連携協

力の下、効果的な指導を行う」ことが重要である（文部科学省，2008）。 
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Table 5-1  定義の一覧及び各定義に関する根拠 

【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること  

・通常学級教師が関与する必要がある（研究 1）が、個別の指導計画

に対して負担となるイメージを抱いている（研究 2）。 

・個別の指導計画の作成経験や複数教師による協働が重要（研究 3）。 

・通常学級教師と特別支援学校教師の仲立ちとなるコーディネーター

が必要（山田，2015；佐藤ら，2015）。 

【2】各教師の役割が明確であること  

・協働する関係者各々の役割の明確化が必要（徳永， 2004；加藤ら，

2005）。 

・通常学級教師が対象児童を選定している小学校が多い（研究 1）。 

・コーディネーターが、学校体制の整備を行っている（研究 1）。 

・作成経験を有する教師との協働が通常学級教師の個別の指導計画に

対する自信や職務中心性につながる（研究 3）。 

【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場

で話し合いができるものであること  

・障害の診断を受けていない児童に対しては、保護者の同意等での課

題がある（研究 1）。 

・協働の定義（淵上，2005）。 

・外部専門家からの助言をそのまま学校の指導に取り入れてしまうこ

との危険性（佐藤ら，2015）。 
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Fig．5-1 協働モデルのイメージ図  
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第六章 

 

構築した協働モデルの実践 

-脳性まひ児の障害特性に着目して- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六章では、第五章で構築した協働モデルを実践し、協働モデルの

適用可能性について考究した。 
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研究 4 脳性まひ児に対する個別の指導計画作成における協働モデル

の実践と課題の抽出 

 

第一節 目的 

 

第五章において、小学校における個別の指導計画作成に関わる協働

モデルを以下のように構築した。  

 

【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること  

【2】各教師の役割が明確であること  

【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で

話し合いができるものであること  

 

研究 4 では、構築した協働モデルを実践、検証し、現場への適用可

能性と課題に関して考察することを目的とした。  
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第二節 方法 

 

１．対象 

（1）対象児童 

脳性まひによる下肢運動障害を有する小学校 1 年男児とした。対象

児童は、「【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等

な立場で話し合いができるものであること」をふまえ、選定した。 

脳性まひ児は運動障害を主訴とするため、実技教科や教室移動等の

困難さやその背景が比較的わかりやすい。その一方で、視力の弱さや

視野の狭さといった機能的な障害や、図形や図と地の判別、空間把握

等の視覚認知などの障害を随伴する場合も少なくない（一木， 2008）。

認知面の障害は、一見して困難として表れにくく、困難さが表れたと

してもその背景の理解には、専門的知識が必要とされる。脳性まひ児

特有の困難さやその背景については、「わかりやすさ」と「わかりにく

さ」の両面を持つといわれる。特別支援教育に関しての専門的知識が

少ない通常学級教師と専門的知識が豊富な特別支援学校教師とが協働

的な関係で話し合いができ、特別支援学校教師の専門性が不可欠な話

し合いが可能であると考えた。  

対象児童の学校生活における移動は独歩（クラッチ及び両足装具使

用）であった。学校生活では介助員はついておらず、介助が必要な階

段の昇り降り等には通常学級教師、保護者（母親）または特別支援学

級を担当する教師があたっていた。入学当初は毎日一日中保護者が付

き添っていたが、六月以降は体育の時間や教室移動の際のみ保護者が

対応していた。上肢の障害は無く、補助教材等の使用は無かった。  
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（2）対象教師※ 10 

「【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教

師、仲立ちとなるコーディネーターによるものであること」をふまえ、

首都圏の小学校の通常の学級（1 年生）に在籍する脳性まひ児を担任

する教師 1 名（以下，通常学級教師）と同校のコーディネーター及び

通級による指導（巡回指導）として同校の教育支援に携わっている特

別支援学校教師 1 名の計 3 名を対象とした。 

通常学級教師は、教職経験年数 5 年の男性教諭（内，講師経験 4 年）

であり、特別支援教育経験は無かった。個別の指導計画の作成経験が

なく、対象児童に対する個別の指導計画も作成していなかった。  

コーディネーターは、同校の特別支援学級担任も兼ねており、特別

支援学級に在籍する児童に対する個別の指導計画は作成していたが、

通常の学級に在籍する児童に対する個別の指導計画作成に関しては各

担任の判断に委ねており、特に働きかけをしていなかった。  

特別支援学校教師は、教職経験年数 29 年の男性教諭であり、特別支

援教育経験年数は 29 年であった。コーディネーター兼自立活動専科と

して地域支援を担当していた。  

 

第五章の協働モデル「【2】各教師の役割が明確であること」をふまえ、

各教師の役割について以下に示した。  

1）通常学級教師：対象児童及び教室内の環境、指導方針等に関する

情報提供をし、個別の指導計画を作成する。  

2）特別支援学校教師：個別の指導計画作成の手続きに関して提案し、

                                                   
10 年齢や経験年数等は調査当時のもの。  
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通常学級教師が作成する個別の指導計画を支援する。  

3）コーディネーター：同校における個別の指導計画の様式や作成の

手続き等に関する情報提供及び作成に関して同校の他教師に

対して継承、展開する。  

 

協働モデルに基づいて、通常の学級における個別の指導計画作成を

検証するに当たっては、安藤（2001b）が指摘するように、実際に児童

生徒の指導にあたることで個別の指導計画を運用していく教師群に着

目することに意義がある。教師間の協働関係を基盤にしながら、通級

による指導（巡回指導）を展開しており、第五章で構築した協働モデ

ルを実践し、検証する対象とした。  

 

２．通常学級教師の指導上の困難点 

通常学級教師は、対象児童の指導において、以下の点で困難を抱え

ていた。 

1）書字：書いた字のバランスが悪い。書字の際の手の付き方が安定

しない。 

2）移動：給食当番や授業準備等に他の児童よりも時間がかかってし

まい、学級内活動が十分にできないことがある。教室内で

物を取りに行く時や教室移動の際に危険な時がある。  

3）体育：参加できる種目（走の運動遊びに関わること，ボールゲー

ム等）はあるが、できない活動（跳の運動遊び等）も多く、

その際は見学になってしまう。現在は、保護者がついてい

て、体操やストレッチ等を補助しながら行っているが、保
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護者の負担が大きく、困っている。  

4）姿勢：座っていると姿勢が崩れる。  

 

３．個別の指導計画の実態  

対象校には、学校独自の様式はあったものの、作成に関しては各教

師に一任されており、作成時期や作成方法についての取決めはなされ

ていなかった。実際に、学校内にある特別支援学級に在籍する児童に

関する個別の指導計画は作成されていたが、通常の学級に在籍する児

童に対する個別の指導計画は作成されていなかった。  

 

４．研究の手続き 

管理職及びコーディネーターの協力により、対象校における個別の

指導計画の様式や資料を入手した。その後、特別支援学校教師が提案

する個別の指導計画作成の手続きを通常学級教師、コーディネーター

に説明し、同意を得た上で個別の指導計画を作成した。作成した後に

通常学級教師及びコーディネーターに対し、作成の感想等を研究者が

聞き取った。個別の指導計画に関する作業は全て通常学級教師及び特

別支援学校教師が行い、コーディネーターは調査に立ち会い作業を見

学した。研究者は作業の記録及び作業後の聞き取り調査を行った。  

（1）個別の指導計画作成の手続き  

個別の指導計画作成は、特別支援学校教師が手続きについて対象と

なる教師や学校の状況を踏まえて提案し、対象校の学校長、通常学級

教師及び同校のコーディネーターと相談の上実施した。個別の指導計

画作成の手続きは、長田（2008）を参考に、KJ 法（川喜田，1967）を
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採り入れたものである。個人の全体像を視覚的に把握するための方法

として有効と考えられている（長田，2008）。具体的には、以下の手順

と各自の関与で実施した。 

1）課題関連図の作成：対象児童の実態を整理し、課題や課題間の関

係性を整理するために、①情報カードの作成、②仲間分け、③表

札作り、④関係性の整理、の手順で作成した。①の情報カードの

作成は通常学級教師と特別支援学校教師が、児童の様子を思い浮

かべながら、「児童の様子で気づいたこと（良いことも困っている

ことも両方）」を自由に付箋紙に書き出す。その際、1 つの情報は

1 枚の付箋紙に書く。②の仲間分けは①で書いた付箋紙に書かれ

ている内容で似たもの同士を集める。その際にまとまらなかった

付箋紙は残しておいて良い。③の表札作りはまとめた付箋紙の内

容を統合・要約するような単語を別色の付箋紙で作り、②と③の

作業を繰り返す。④の関係性の整理は表札同士の関係性を考え、

付箋紙を貼った模造紙に記入していく（関係性の例；関連あり，

因果関係，矛盾・反対，影響等）。 

2）個別の指導計画の作成：1）で作成した課題関連図を基に、対象

校の様式を使用し、個別の指導計画を作成した。  

なお、課題関連図の作成にあたっては、通常学級教師と特別支援学

校教師が対等な立場で作業を行った。個別の指導計画作成に関しては、

通常学級教師が主となり作成し、わからないことがあった時に、特別

支援学校教師に聞く形で作成した。  
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第三節 結果 

 

１．個別の指導計画の作成 

（1）課題関連図作成の詳細  

通常学級教師と特別支援学校教師が対象児童についての情報をそれ

ぞれ付箋紙に書き、出し合った。その後、類似する情報カードや関連

する情報カードをまとめ、グループ化し、グループの内容を表す表札

を作成した。作成した結果、情報カードの総数は 30 枚（内，通常学級

教師 12 枚，特別支援学校教師 18 枚）であり、7 個のグループに統合

された（Table 6-4-1）。 

1）身体の使い方に関する学校生活の困難さ：授業中の姿勢や机上で

の作業、給食の配膳等、対象児童の運動面における困難からくる

学校生活上の課題が挙げられた。  

2）身体の使い方：対象児童の身体面における機能上の課題について

挙げられた。 

3）友達関係・意欲：対象児童の授業態度や学級内での様子が挙げら

れた。 

4）教室環境の改善：対象児童が集団行動をする際の環境整備に関す

る困難が挙げられた。  

5）教師の手立て：授業中や生活指導場面における教師の手立てに関

する困難や疑問が挙げられた。  

6）書いたり見たりするなど学習上の課題：運動機能面以外での対象

児童の学習における困難が挙げられた。主に、視覚認知面の課題

であった。 
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7）学級として全体指導するための負担感：特別支援学校教師から挙

げられた情報カードであり、通常学級教師の指導全体における負

担感に関する情報カードが挙げられた。他のグループと特色が異

なっていたため、情報カード 1 枚でグループを構成した。  
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Table 6-4-1 グループ名および情報カード 

①身体の使い方に関わる学校生活の困難さ 

 ○授業中の姿勢が左に傾く 

○給食の配膳が難しい（友達にやってもらっている。今後できることは？） 

○靴の脱ぎはぎが、これから学年があがるにつれ、一人でできるか不安 

●机上での細かい操作が不器用な面が見られる 

●授業中にまっすぐに座っていられず、身体が傾きやすい 

●給食の配膳などに困難がありそう 

●授業準備がぎこちなくなり時間がかかる 

②身体の使い方 

●椅子座位での体幹の支持性が乏しく、不安定になる 

●階段の昇降に介助を要する 

●肩まわりに緊張があり、上肢の動作にやや制限がある 

●歩行力は、入学当初に比べて伸びている 

③友達関係・意欲 

○進んで発表する（元気がよい。返事もしっかりできる） 

○歌が得意（楽しそうに歌っている）。リズム遊びが好き 

○代表、役など「やりたい」という意欲が強い 

●友達との関わりは良好のように思える 

●話し合いの活動では積極的に話すことが多い 

●学級の皆と変わりなく仲良く過ごしている 

④教室環境の改善 

○集団行動では、大勢いるため、危険を伴う。 

○教室環境。動きやすく快適に過ごすためにはどうしたら良いのか 

●ノートやプリントを教卓に持って行くことに少し困難さがある 

⑤教師の手立て 

○掃除の取り組み方で良い方法は？ 

○図工、生活など手を使って創作するもの。いい手立ては？ 

○朝の準備、帰りの準備をスムーズに行うためには？  

○体育の授業。個別のメニューを取り入れていくべきか 

●集団性のある体育などに困難さが見られそう 

●床のぞうきんがけに困難がありそう 

⑥書いたり見たりするなど学習面の課題 

●書くことに困難さが見られる 

●文字の大きさがそろいにくい 

●黒板を見たり、ノートを見たりとピントの調整にやや困難がありそう 

⑦学級として全体指導するための負担感 

●学級として全体指導するための負担感 

※○：担任教師が挙げた情報カード，●：特別支援学校教師が挙げた情報カード  
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通常学級教師は、1）身体の使い方に関する学校生活の困難さや 3）

友達関係・意欲、4）教室環境の改善、5）教師の手立てに関する情報

カードを挙げた。一方、特別支援学校教師は、全てのグループに関す

る情報カードを挙げた。特に、 2）身体の使い方、6）書いたり見たり

するなど学習上の課題、7）学級として全体指導するための負担感に関

しては、特別支援学校教師のみが情報カードを出した。  

次に、各グループ間の関連性を因果関係（矢印）と影響（波形）で

示した（Fig．6-4-1）。対象児童は脳性まひ児であり、運動障害を持っ

ている。そのため、 2）身体の使い方が原因となり、 1）身体の使い方

に関する学校生活の困難さや 6）書いたり見たりするなど学習上の課

題に繋がっていると考えた。また、そのような学習上の困難さや課題

が 7）学級として全体指導するための負担感に影響を与えており、 2）

身体の使い方は 4）教室環境の改善や 5）教師の手立て等の対象児童に

かかわる全体的な課題に影響を与えているとして課題関連図を整理し

た（Fig．6-4-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

Fig．6-4-1 課題関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体の使い方に関わる
学校生活の困難さ

○授業中の姿勢が左に傾く

○給食の配膳が難しい（友達にやっ
てもらっている。今後できること
は？）

○靴の脱ぎはぎが、これから学年が
あがるにつれ、一人でできるか不
安

●机上での細かい操作が不器用な面
が見られる

●授業中にまっすぐに座っていられず、
身体が傾きやすい

●給食の配膳などに困難がありそう

●授業準備がぎこちなくなり時間がか
かる

身体の使い方

●椅子座位での体幹の支持性が乏し
く、不安定になる

●階段の昇降に介助を要する

●肩まわりに緊張があり、上肢の動
作にやや制限がある

●歩行力は、入学当初に比べて伸び
ている

友達関係・意欲

○進んで発表する（元気がよい。返事
もしっかりできる）

○歌が得意（楽しそうに歌っている）。
リズム遊びが好き

○代表、役など「やりたい」という意欲
が強い

●友達との関わりは良好のように思
える

●話し合いの活動では積極的に話す
ことが多い

●1年生の学級の皆と変わりなく仲良
く過ごしている

教室環境の改善

○集団行動では、大勢いるため、危
険を伴う。

○教室環境。動きやすく快適に過ご
すためにはどうしたら良いのか

●ノートやプリントを教卓に持って行く
ことに少し困難さがある

教師の手立て

○掃除の取り組み方で良い方法は？

○図工、生活など手を使って創作す
るもの。いい手立ては？

○朝の準備、帰りの準備をスムーズ
に行うためには？

○体育の授業。個別のメニューを取り
入れていくべきか

●集団性のある体育などに困難さが
見られそう

●床のぞうきんがけに困難がありそう

書いたり見たりするなど
学習面の課題

●書くことに困難さが見られる
●文字の大きさがそろいにくい

●黒板を見たり、ノートを見たりとピン
トの調整にやや困難がありそう

学級として全体指導する
ための負担感

●学級として全体指導するための負
担感

因果関係

影響
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（2）個別の指導計画作成の詳細  

作成した課題関連図を基に、対象校の様式を使用し、通常学級教師及

び特別支援学校教師が個別の指導計画を作成した（Table 6-4-2）。 

対象校の個別の指導計画の様式には、大項目として [保護者・子ども

の願い][現在の実態][実態の分析と指導の方向性 ]があり、[現在の実

態]の中には「健康面・運動・手先」「学習態度」「学習」「社会性・情

緒面」がある。さらに、「学習」には（国語）（算数）（その他）として

各教科に関する内容を記載する欄があった。  

「健康面・運動・手先」には、（ 1）で作成した課題関連図の 1）身

体の使い方に関する学校生活の困難さや 2）身体の使い方に関する項

目を、「学習態度」には、1）身体の使い方に関する学校生活の困難さ

の一部の内容や 3）友達関係・意欲に関する項目を記入した。「学習」

には、1）身体の使い方に関する学校生活の困難さ、 5）教師の手立て

に関する一部の内容及び具体的な授業場面での様子を記載した。「社会

性・情緒面」には、主に 3）友達関係・意欲に関する項目を記した。  

最後に、[保護者・子どもの願い][現在の実態]をふまえ、[実態の分

析と指導の方向性]について整理し、書字に関すること、日常生活動作

に関すること、身体の操作性に関することの三点に方向性を絞り、そ

れぞれについて、指導の中心となる場所を明確にした。その結果、書

字に関することは学習、授業の中でより丁寧に通常学級教師が指導す

ること、日常生活動作に関することは学校はもちろん、家庭での協力

を要請すること、身体の操作性に関することは、特別支援学校が中心

となって行っている通級による指導（通級指導教室）にて専門的な指

導を行うことで整理された。なお、実態の分析に関しては、課題関連
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図において児童の実態及び関連性を検討したため、文書としての表記

は省略した。 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Table 6-4-2 作成した個別の指導計画 

 保護者・子どもの願い 歩行力の向上（杖がなくて歩けるように） 

現

在

の

実

態 

健康面 

運動・手先 

健康状態は良好である。 

移動するときには階段の昇降がまだ困難である。入学当初に比

べて歩行はよくなった。 

姿勢もよくなった。 

くつの脱ぎはぎ、体操服の着替え、給食の配膳は難しい。 

姿勢が崩れる。 

学習態度 

学習態度は、よく話を聞いていて、何事にも意欲をもって取り

組んでいる。 

自分の意見を積極的に発表できる。 

授業準備、片付けでは、時間がかかってしまうことや教科書、

ノートなどをうまくお道具箱に入れることが難しい。 

学

習 

国語 
書くことに困難がある。（幹事のとめ、はね、はらい、マス目を

入れることができない→姿勢や座り方にも関係があると思う） 

算数 
操作することが難しい。（数え棒を使って数える） 

理解はある 

その他 

体育においてできる活動とできない活動がある。（なわとび、サ

ッカー、うんてい、タイヤとび、ブランコ） 

図工では、準備、色塗り、工作に困難さがある。 

社会性・情緒面 

友達関係は良好である。行動範囲に限度がある。（二階に行きた

いがなかなか行けない） 

情緒面は落ち着いている。 

実態の分析※1と 

指導の方向性 

書く質を高めていく[学校]※2 

身の回りの日常生活動作[学校、家庭] 

身体の操作性を高める[特別支援学校（通級）] 

※１：課題関連図が「実態の分析」を兼ねているため、文書としては省略された 

※２：[ ]内は主に指導を行う場所 
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２．通常学級教師に対する聞き取りの結果  

（1）課題関連図の作成について  

通常学級教師は、“いきなり一人で（個別の指導計画を※ 11）書くの

は難しいが、付箋の使い方やポイントを絞って対象児童の課題を挙げ

て、それを観点別に分けることによって、確かにわかりやすいし、課

題が他のことにもつながっていくことがとても勉強になった。”“こう

やって話し合いを通じて一緒に考えていくというのはすごい勉強にな

った。”と、課題関連図を作成する作業自体が自身の勉強になったと述

べた。また、“この後も継続できると思った。”と、継続して取り組む

意欲を見せた。さらに、“児童のお母さんにもこういうことは自分の口

からでも言えるので、良い経験になった。”と、保護者とのやり取りに

活用できる点を課題関連図の利点として挙げた。 

一方で、課題としては、“作業に時間がかかるため、教材研究との兼

ね合いでなかなか難しい。”“このような機会（研究協力※ 12）がないと、

自分から取り組むのは難しいかもしれない。”と、日常的に取り組む難

しさを挙げた。また、“今回の児童は比較的動きや難しさが見えやすく、

やりやすかったが、他の子の問題だと、その時に色んな場合があるの

で、難しいかもしれない。”と対象児童の実態による違いを挙げた。  

（2）個別の指導計画の作成について 

通常学級教師は、“関連図で項目毎に整理し、つながりもまとまった

ので、それを今回計画に落とすのは書きやすくて、これからどういう

ふうにすればいいのかなという方向性まで見えてきた。”“通級でお願

いするところがわかって見通しが持てた。”と、課題関連図を作成し、

                                                   
11 筆者補足。  
12 筆者補足。  
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その後個別の指導計画を作成する手順によって指導の見通しを持つこ

とができたと述べた。また、“授業中、机間指導する中で、姿勢がたま

にこうずれていることがあったので、気付いたとき対応した。そうす

ると、児童の姿勢が変わるので、良かった。ずっとは続かないが、本

人も少しは気にかけたり、サポートの教員にお願いして、こういうと

ころ意識させてほしいというのは伝えることができた。”“できること

は少しでもやらせたいなという思いは日々あって、掃除でも、ゆっく

りでもいいから端の方を拭かせてあげたりとか、そういうところは前

回から意識してちょっと考えたりした。教室でできること（書くこと

や姿勢※ 13）はこれからも注意してやっていきたい。”と、個別の指導

計画を授業実践に反映させたことを語った。ただ、“体育等の活動自体

を変える必要のある活動は、担任 1 人では対応が難しく、これからの

課題。”と、児童の対応について課題を残した。  

 

３．特別支援学校教師に対する聞き取りの結果  

特別支援学校教師は、“学習の部分においては他にもっと課題のある

お子さんもいると思うので、全体的に授業に集中できるような授業改

善じゃないけど、何かの提案をできればと思いますね。”“他のお子さ

んが落ち着いてできるようになればそういった操作的なこととか先生

もできやすいと思うので、そういったところなんかも良いアイディア

を一緒に考えて行ければなと思いますね。”と述べた。通常学級教師に

対しても、“気付きは多少あるんだけど、その気付きをどうやったらで

きるようになるとか、その子どもに合わせてやれるかっていう、その

                                                   
13 筆者補足。  
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方略のところがわからないので、それは結局他のお子さんにも展開で

きるということ、それ自体がはげみになってくる、そういう風にもっ

ていければいいかなと思いますよね。”と述べ、対象児童に対する直接

的な支援だけではなく、学級全体を視野に入れた支援を考えながら取

り組んでいた。 

本研究の取り組みに関して、特別支援学校教師は、“気付きもその先

生の背景なり、経験の度合いによって違うだろうし、良い気付きとい

うものを一緒に共有するという部分において、個別の指導計画やそう

いう観点から一緒に見ていければいいな。”と、通常学級教師を支援し

ていく際の個別の指導計画への期待感を述べた。また、“コーディネー

ターの先生に入っていただければ、教員への普及ができればいい。”と、

コーディネーターの重要性を語った。  

 

４．コーディネーターに対する聞き取りの結果  

 コーディネーターは、“通常の先生方だととても全体の中で、ここ（個

別の指導計画※ 14）に取りかかるのがすごく難しい。こうなんか色々忙

しいって言われる中で、私もなんかあんまりこうちょっと言えない部

分があって、それでなんとなくこううやむやになっちゃって、すごく

必要なんだと思うんだけど、そこがすごく悩みの種です。”と語った。

個別の指導計画作成において、多忙な通常学級教師に作成をお願いす

ることの困難さを抱えていたコーディネーターにおいても、“すごくわ

かりやすく整理するための方法として。”と、課題関連図の作成の有効

性を述べた。また、“専門的にこういうことができる先生がいらっしゃ

                                                   
14 筆者補足。  
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るとすごくありがたいなと。私自身は校内で、こういうことを進めて

いけるスキルをもった方がいるのといないのではきっと大違いだろう

しなと思います。”と述べ、個別の指導計画作成における専門家との協

働の重要性を述べた。  

 一方で、課題として、“多分この先生だったらと思える先生とだった

らやりやすいと思うんですけど。正直こういうのやめてほしいといわ

れる方もいるくらいなので”“なかなかその取りかかりが難しいってい

うのが現状なんです。これを活かせるって言うか、どうやって利用し

て皆さんを説得できるのか。”と、校内で普及させることの難しさを挙

げた。 
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第四節 考察 

 

１．現場への適用可能性  

本研究は、第五章において構築した協働モデルを実践、検証し、現

場への適用可能性と課題に関して考察することを目的とした実践研究

である。 

協働モデルは、 

 

【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること  

【2】各教師の役割が明確であること  

【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で

話し合いができるものであること  

 

とした。 

 以下、協働モデルの 3 条件に沿って学校現場への適用可能性につい

て考察する。 

 

【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること  

佐古（2006）は、教師が協働する理由について、組織目標（教育目

標）の曖昧さ・多義性、教育活動を効果的に遂行しうる技術の多様性・

不確実性、教育活動の流動性・非構造性、教育の対象者である児童生

徒の多様性といった教職の特性を挙げている。2008 年に告示された小
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学校学習指導要領総則により新たに規定された個別の指導計画作成は、

小学校教師にとって不確実性が高く、不安感や負担感が大きいもので

あると想像できる。複数教師が協働して作成することは、個人の予断・

独断を排除するとともに、作成者個人の心理的な負担感、不安感を低

減させることが期待できる（安藤， 2001a）。本研究においても、通常

学級教師が“こうやって話し合いを通じて一緒に考えていくというの

はすごい勉強になった。”と述べ、コーディネーターが“専門的にこう

いうことができる先生がいらっしゃるとすごくありがたいなと”と述

べたように、特別支援学校教師との協働が有益であったといえる。 

 

【2】各教師の役割が明確であること  

協働モデルに基づき、通常学級教師は対象児童及び教室内の環境、

指導方針等に関する情報提供をし、個別の指導計画を作成する役割を、

特別支援学校教師は個別の指導計画作成の手続きに関して提案し、通

常学級教師と共に個別の指導計画を作成する役割を、コーディネータ

ーは同校における個別の指導計画の様式や作成の手続き等に関する情

報提供及び作成に関して同校の他教師に対して継承、展開する役割を

担った。 

課題関連図の作成場面において通常学級教師は、児童の様子につい

てとても丁寧に見ていて、情報カードを書く際も、多くの情報を挙げ

た。通常学級教師の役割である対象児童及び教室内の環境、指導方針

等に関する情報提供は個別の指導計画作成において必要不可欠である。

一方で、特別支援学校教師が通常学級教師について、“気付きは多少あ

るんだけど、その気付きをどうやったらできるようになるとか、その



126 

 

子どもに合わせてやれるかっていう、その方略のところがわからない”

と述べたように、通常学級教師は、児童の様子や、学習上の困難の背

景や関連性については整理できておらず、何から取り組んでよいのか

悩んでいる状況であった。本研究において、専門的な知識を有する特

別支援学校教師と対話をしながら課題間の関連を整理したり、指導の

方針を検討したりすることで、具体的にどのような課題があり、どの

ように指導していくことが望ましいのかについて話し合うことができ

た。また、通常学級教師が気付かなかった視点（本研究では、「身体の

使い方」「書いたり見たりするなど学習上の課題」「学級として全体指

導するための負担感」のグループに分類された）に関して特別支援学

校教師が情報を出す等、専門的知識の豊富な外部専門家との協働によ

る成果が表れたといえる。その結果、教室内で通常学級教師一人が抱

え込むのではなく、例えば個別的な身体の学習（階段の昇り降りや杖

を使用した歩行等）については専門的な知識、技術を要する特別支援

学校教師が行う「通級指導教室」で学習し、教科学習や学級の友達と

の関わり、授業中の姿勢保持の意識づけ等については通常学級教師を

中心に所属校で行う等、対象児童の困難さに対して誰がどのように指

導するのかについての役割を明確にすることができた。通常学級教師

も、“通級でお願いするところがわかって見通しが持てた。”と障害の

ある児童を指導する上での負担感が軽減されたと思われる発言が見ら

れた。実際に、通常学級教師は、“いきなり一人で（個別の指導計画を

※ 15）書くのは難しいが、付箋の使い方やポイントを絞って対象児童の

課題を挙げて、それを観点別に分けることによって、確かにわかりや

                                                   
15 筆者補足。  
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すいし、課題が他のことにもつながっていくことがとても勉強になっ

た。”と、その有益性を述べた。特別支援学校教師も、“良い気付きと

いうものを一緒に共有するという部分において、個別の指導計画やそ

ういう観点から一緒に見ていければいい”と述べ、個別の指導計画作

成を通した通常学級教師への支援の可能性に言及した。  

また、各学校の実態に合わせた方法で個別の指導計画を作成し、効

果的な授業実践につなげていくためには、コーディネーターを始めと

する、各学校内の特別支援教育担当教師の働きが大きい。特別支援学

校教師も、“教員への普及ができればいい。”と、コーディネーターの

重要性を語っていた。本研究の対象となったコーディネーター自身は、

個別の指導計画を作成したことがあるものの、多忙な通常学級教師に

どのように伝え、作成していくことが良いのかわからないと語ってい

た。本研究では、コーディネーターに個別の指導計画の作成場面に立

ち会ってもらい、個別の指導計画について専門的知識が豊富な教師と

専門的知識が少ない教師の協働に基づく個別の指導計画の作成場面を

見学してもらった。今後、コーディネーターを中心に、各学校の実態

に即した形での個別の指導計画作成の展開、浸透が期待される。  

 

【3】学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で

話し合いができるものであること  

本研究の対象教師は、特別支援学校のセンター的機能の一環として、

通常の学級に在籍する児童に対する通級による指導（巡回指導）を研

究実施以前から継続しており、通常学級教師、コーディネーター、特

別支援学校教師の 3 名による信頼関係が十分に取れていたものと判断
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した。また、障害に対する専門性の有無に関わらず、対象教師が対等

な立場で話し合いができる児童として脳性まひ児に着目した。脳性ま

ひ児を対象としたことで、特別支援教育に関する専門的知識が少ない

通常学級教師でも、児童の情報提供という点では特別支援学校教師と

対等に話し合いができた。その一方で、通常学級教師が気付かなかっ

た視点に関して特別支援学校教師の専門性が生かされる結果となった。

通常学級教師も、“今回の児童は比較的動きや難しさが見えやすく、や

りやすかったが、他の子の問題だと、その時に色んな場合があるので、

難しいかもしれない。”と語り、脳性まひ児を対象としたことの意義が

示された。 

 

２．現場への適用における課題  

協働モデルが各学校に浸透し、システムとして機能し始めるために

は、小学校の内部で主体的に働きかける役割を果たす教師が必要不可

欠であろう。本研究で取り組んだように、専門性の異なる関係者間の

協働における課題への対応として、山田 (2015)や佐藤ら(2015)は、コ

ーディネーターの重要性を挙げている。コーディネーターは、関係者

による話し合いの時間や場所の確保等のハード面はもちろん、話し合

いが一方的な知識の押しつけにならないための進行調整等のソフト面

での働きも必要である。小学校の通常の学級に在籍する障害のある児

童生徒に関わる様々な関係諸機関の協働を考える際、コーディネータ

ー役を果たすのは小学校のコーディネーターであると考えられ、本研

究においてもコーディネーターは作成場面に立ち会ってもらったが、

今回の研究ではその成果や研究実施後の対象校の実践等について検証
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することができなかった。  

また、協働モデルの 3 条件の要素ではないが、本研究において取り

入れた長田（2008）を参考とした個別の指導計画作成における手続き

は、課題関連図作成、個別の指導計画作成には約 1 時間ずつかかって

いる。通常の業務で多忙な通常学級教師にとって、計画を立てる時間

自体が大きな負担になると考えられる。通常学級教師が“このような

機会がないと、自分から取り組むのは難しいかもしれない。”と述べた

ように、今後は、個別の指導計画作成に関する手続きを含めて、協働

モデルをシステムとして機能させていくための研究を続けていく必要

がある。 
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第七章 

 

総合考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第七章では、第五章（研究 1～3）及び第六章（研究 4）を総括し、

本研究全体の考察を行う。  



131 

 

 特別支援教育が制度化され、特別支援学校はもちろん、特別支援学

級、通級による指導、通常の学級等、障害のある児童生徒の学びの場

は多様化している。また、インクルーシブ教育の促進が求められる近

年において、今や障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が同じ場

で共に学ぶことは当然のこととなっている。こうした中で、特別支援

学校においては、これまで蓄積してきた専門的な知識や技能を生かし、

地域における特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ること

が求められている（文部科学省，2007）。今後は、学校内の教育の充実

だけではなく、地域全体における障害児教育の専門家としての役割が

強く求められている。  

障害のある児童生徒の個々の教育的ニーズを把握し、適切な教育を

提供するためには、個別の指導計画が必要不可欠である。障害のある

児童生徒の多様な学び場を考えると、通常の学級における個別の指導

計画作成は今後重要な課題となることが予想される。特別支援学校が、

通常の学級における個別の指導計画の作成や普及の支援に努めること

が重要となる。 

本研究では、研究 1 において通常の学級における個別の指導計画に

関わる現状や課題を明らかにし、研究 2 では研究 1 で明らかとなった

課題で挙げられた通常学級教師の意識を詳細に分析するために、イメ

ージ調査を実施した。そして、研究 3 において通常学級教師の意識及

びその意識に影響を与える要因を検証した。これら 3 つの研究を踏ま

え、通常の学級における個別の指導計画作成に関わる協働モデルとし

て【1】通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、

仲立ちとなるコーディネーターによるものであること、【 2】各教師の
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役割が明確であること、【3】学校間、対象者間の連携が取れており、

対象教師が対等な立場で話し合いができるものであることを協働モデ

ルの条件とし、構築した。最後に、研究 4 において協働モデルの実践

事例を検証した。 

 個別の指導計画は、学校全体の教育計画のもとに個々の児童生徒の

教育的ニーズに対応して指導の方法や内容の明確化を図るものである。

インクルーシブ教育の推進により、多様な教育的ニーズのある児童生

徒が通常の学級で共に学んでいる近年においては、個別の指導計画を

活用し、授業力の向上をはかることは重要であるといえる。また、安

藤（2001a）が指摘するように、個別の指導計画は対象児童生徒の指導

に関する教師間の共通理解や教師集団の自己教育力の向上としても意

義がある。小・中学校においては、習熟度別小人数指導での授業や TT

による授業が活発に行われており（文部科学省，2016）、通常の学級に

在籍していても通常学級教師だけではなく、複数教師により指導を受

ける可能性は高い。また、障害のある児童生徒は医療関係者はもちろ

ん、学校関係においても通常の学級で学びながら通級による指導を受

ける等、校内外の様々な関係者と関わりながら学習している。そうし

た複数の関係者間の共通理解や集団の自己教育力の向上としての側面

からも個別の指導計画が果たす役割は大きいといえる。  

 研究 4 において示したように、本研究において構築した協働モデル

は、通常の学級における個別の指導計画作成において有効性を示した。 

しかし、本研究において構築した協働モデルが通常の学級に在籍す

る障害のある全ての児童生徒において有効であるかは明らかとなって

いない。浜谷（2006）は巡回相談において、あるタイプの専門性によ
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る巡回相談はあるタイプの相談ケースには有効であるが、別の相談ケ

ースには有効ではないということを指摘している。また、佐々木・名

古屋（2013）も、自身の研究において提起した支援モデルにおいて、

今、この現場（フィールド）では「成解」かもしれないが、他の現場

では「成解」たりえない可能性はあるし、同時に、同じ現場において

も、過去あるいは将来においては別の「成解」が成立するかもしれな

いことを述べている。その上で、重要なことは、それら自体の一般化、

普遍化を追究するというよりも自らとその関連の実践における制度と

実現度を高めようとする努力の方向性であるとし、「よりよい支援モデ

ル」を追究することを求めている（佐々木・名古屋，2013）。本研究に

おける協働モデルにおいても、協働モデルの修正や深化を含めて研究

を続けていく必要があるといえる。  
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第八章 

 

結論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第八章では、本研究を振り返り、最終的な結論について記述する。

第一節では、本研究で行われた 4 つの研究をそれぞれ要約した上で、

本研究の意義を記述する。第二節では、本研究の限界についてまとめ、

今後の研究の課題や方向性について記述する。  
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第一節 本研究の要約と意義  

 

１．本研究の要約 

特別支援教育が制度化されて以降、障害のある児童生徒は特別支援

学校を始め、特別支援学級、通級による指導、通常の学級等多様な場

で学んでいる。すべての学びの場において、一人ひとりの多様な教育

的ニーズを適切に把握し、ニーズに対応した指導方法や内容を明確に

する必要がある。その理念を具現化したものが個別の指導計画である。

本研究は、小学校の通常の学級における個別の指導計画の効果的な作

成に関わる協働モデルを構築することを目的とする。具体的には、以

下の 2 点について調査する。  

①通常の学級における個別の指導計画作成に関わる課題を抽出し、協

働モデルの理論的構築を図る（第五章）。  

②①で構築した協働モデルを実践、検証し、現場への適用可能性と課

題に関して考察する（第六章）。  

協働モデルの理論的構築を図るための研究として研究 1～研究 3、協

働モデルの授業実践への適用可能性と課題に関する研究として研究 4

を実施した。 

研究 1 では、小学校における個別の指導計画作成の現状と通常学級

教師が個別の指導計画に主体的に関与するための課題を明らかにする

ことを目的とした。通常の学級における個別の指導計画作成について

校内全体の内情を把握しているコーディネーターを中心に関東地方の

小学校 7 校の教師 10 名を対象とした面接調査を実施した。その結果、

小学校の通常の学級の個別の指導計画作成の際には、程度の差はあれ、
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通常学級教師が何らかの形で関与していることが明らかとなった。ま

た、通常学級教師が主体的に個別の指導計画に関与していくための課

題として、通常学級教師の≪意識≫≪活用≫≪学校体制≫が挙げられ

た。通常の学級における個別の指導計画作成に重要な役割を果たす教

師が通常学級教師の≪意識≫について懸念する事態が把握できた。  

研究 2 は、研究 1 で挙げられた課題を踏まえ、通常学級教師の個別

の指導計画に対する意識をイメージとしてとらえ、具体的に検証する

ことを目的とした。小学校 12 校の通常学級教師 164 名を対象とし、SD

法を用いた質問紙調査を実施した。小学校教師は、個別の指導計画、

自立活動、実態把握に関しては漠然としたイメージを抱いていること

が示唆され、「基本的な」「必要な」「詳しい」「計画的な」といったイ

メージを抱いていることが分かった。一方で、「大変な」「苦しい」と

いった小学校教師の負担感を表わすイメージも抱いていた。  

研究 3 では、研究 1 及び研究 2 を踏まえ、通常学級教師が抱く個別

の指導計画に対する意識の背景要因を明らかにすることを目的とした。

小学校 64 校の通常学級教師 384 名を対象に質問紙調査を実施した。個

別の指導計画に対する意識に影響を与える要因として、「学校組織体制

の充実度」、「協働」、「作成経験」が挙げられた。「学校組織体制の充実

度」を整えることは、通常学級教師の個別の指導計画に対する負担感

を軽減し、自信をつけ、自らの職務としてとらえることにつながる結

果となった。学校の「協働」的な雰囲気は通常学級教師の「非負担感」

にはつながらないが、「自信」と「職務中心性」につながることが示さ

れた。個別の指導計画の「作成経験」は自信と職務中心性につながる

ことが明らかとなった。  
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以上の 3 つの研究結果を踏まえ、本研究における個別の指導計画作

成に関わる協働モデルは、【1】通常学級教師が主体となり、それを支

援する特別支援学校教師、仲立ちとなるコーディネーターによるもの

であること、【2】各教師の役割が明確であること、【3】学校間、対象

者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で話し合いができる

ものであることを条件とし、構築した（第五章）。 

続いて、研究 4 において、小学校の通常の学級と肢体不自由特別支

援学校の協働に焦点を当て、協働モデルを学校現場で実践し、その適

用可能性と今後の課題に関する基礎的資料を得ることを目的とした。

本研究では、児童の実態を正確に把握するための 1 つの方法として、

長田（2008）を参考に、課題関連図を作成し、課題間の関係を整理し

た上で個別の指導計画を作成した。専門的な知識を有する特別支援学

校教師と対話をしながら課題間の関連を整理したり、指導の方針を検

討したりすることで、具体的にどのような課題があり、どのように指

導していくことが望ましいのかについて話し合うことができた。それ

ぞれの専門性を生かし、協働することで多くの成果が得られた。一方

で、学校現場でこのような取り組みが浸透するには課題もあり、今後

も関連する研究や実践を積み重ねる必要があることが示唆された。  

 

２．本研究の意義 

 本研究の意義として、以下の 4 点を挙げる。 

第一に、今後のインクルーシブ教育の促進に寄与する点を挙げる。

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の教育的ニーズに対応する

ことは近年特に強く求められているものの、個別の指導計画に焦点を
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当てた研究は多くない。このような状況において通常の学級における

個別の指導計画作成や特別支援学校との協働に基づくモデルの実践を

検証し、その有効性を示すことができたことは、今後のインクルーシ

ブ教育の促進に寄与する知見となるだろう。  

第二に、本研究において、個別の指導計画作成を通して、障害のあ

る児童の担任である通常学級教師に焦点を当てた点を挙げる。特別支

援教育が制度化される以前には、担当することがなかったであろう障

害のある児童に対して、指導上の負担や不安、自らの職務ではないと

感じる通常学級教師も少なくない。こうした教師が個別の指導計画に

主体的に関与し、指導を見直すことで、通常の学級に在籍する障害の

ある児童に対する教育は一層充実したものになるであろう。  

第三に、個別の指導計画の形骸化を防ぐ一助となる点を挙げる。個

別の指導計画は、通常学級教師にとって、新たな職務の付与であり、

ともすると作成することが目的となり形骸化することが危惧される。

本研究において教師の意識（負担感や不安感、職務周辺性）に焦点を

当てたことで、通常の学級の個別の指導計画の有効な活用につながる

と考えられた。 

第四に、特別支援学校の新たな役割に関する点を挙げる。現在、特

別支援学校は校内の教育の充実はもちろん、地域の小・中学校への支

援を行うことが求められている。本研究の結果から、個別の指導計画

を通した特別支援学校のセンター的機能の有効性が示唆された。特に、

肢体不自由特別支援学校は長年に渡って校内外の関係諸機関と協働し

ており、在籍児童生徒の障害の重度・重複化・多様化に対応してきた。

個別の指導計画作成に関しても、作成が学習指導要領に明文化される
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以前から個々の児童生徒に即し内容を具体化して指導計画を作成して

いた（村田，2000）。また、肢体不自由特別支援学校のセンター的機能

の内容については、従来の身体の動きに着目した支援に加えて、認知

特性や学習の困難さを考慮した支援も行われるようになり、支援内容

が多岐にわたっていることが報告されている（安藤・池田・甲賀・大

木，2013）。センター的機能に関して、個々の幼児児童生徒の指導に関

する助言・相談などが特別支援学校に求められており（文部科学省，

2005）、今後は通常の学級における個別の指導計画作成や活用に関する

支援も重要となることが予想される。これまで述べてきた本研究の成

果は、これからの特別支援学校におけるセンター的機能の充実に資す

るものとなるだろう。  
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第二節 本研究の限界と今後の課題  

 

 本研究の限界と今後の課題について、以下の 3 点を挙げる。 

 第一に、協働モデルの実践に関する研究の事例が一例であった点で

ある。研究 4 の対象者においてはその手続きの有効性が示されたもの

の、障害種は肢体不自由に限定しており、本研究の成果をもって協働

モデルの有効性が示されたとは言い難い。今後は、対象児童の障害種

の検討を含めた幅広い検証が必要である。  

第二に、学校現場への普及に関する点である。本研究における実践

では、対象となった学校の協力体制のもと、個別の指導計画の作成が

行われ、一定の成果をあげることができた。しかし、実際に対象教師

が“このような機会がないと、自分から取り組むのは難しいかもしれ

ない。”と述べたように、研究の場ではなく、日常において今回のよう

な取り組みが行われるようになるためには課題が残されている。 

 第三に、特別支援学校の教師側の視点に関する点である。本研究は

小学校の通常学級教師と特別支援学校教師の協働に着目した個別の指

導計画の作成を検証した。通常学級教師の視点に立ち、成果と課題に

ついて検証したが、特別支援学校教師側の視点については検討できな

かった。協働とは、「取り組むべき問題を相互に理解して共有し、その

問題の解決や改善に向けて互いに関与しながら協力していくこと（淵

上，2005）」であり、特別支援学校教師においても、小学校の通常学級

教師と協働することで得られる成果は大きいと考えられる。今後は、

双方向の学び合いの視点に立った研究が必要であると考えられる。  
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この度はご多用の中、研究へのご協力誠にありがとうございます。現在、修士論文と

して「小学校の先生が個別の指導計画に関してどのようなイメージを抱いているか」と

いう研究に取り組んでおります。

つきましては、次の言葉から連想される形容詞をできるだけたくさんあげてく

ださい。形容詞に準ずる用法のもの（「名詞＋な」など）でも構いません。

深く考えずに直感でお書きいただきますようよろしくお願いいたします。

年齢（ ）平均年齢を出すためにのみ使用させていただきます。

性別（ 男性 女性 ）男女比を出すためにのみ使用させていただきます。

記入例：運動会

①国語

②総合的な学習の時間

③自立活動

ご協力ありがとうございました。

ご回答いただいた結果は、個人が特定できないように統計的に処理いたしますととも

に、本研究以外の目的では決して使用しないことをお約束いたします。

忙しい、暑い、にぎやかな、有意義な、つらい、身近な

筑波大学大学院教育研究科
特別支援教育専攻二年 池田彩乃

指導教員 安藤隆男

研究２　予備調査



この度はご多用の中、研究へのご協力誠にありがとうございます。現在、修士論文と

して「小学校の先生が個別の指導計画に関してどのようなイメージを抱いているか」と

いう研究に取り組んでおります。

つきましては、次の言葉から連想される形容詞をできるだけたくさんあげてく

ださい。形容詞に準ずる用法のもの（「名詞＋な」など）でも構いません。

深く考えずに直感でお書きいただきますようよろしくお願いいたします。

年齢（ ）平均年齢を出すためにのみ使用させていただきます。

性別（ 男性 女性 ）男女比を出すためにのみ使用させていただきます。

記入例：運動会

①理科

②個別の指導計画

③実態把握

ご協力ありがとうございました。

ご回答いただいた結果は、個人が特定できないように統計的に処理いたしますととも

に、本研究以外の目的では決して使用しないことをお約束いたします。

忙しい、暑い、にぎやかな、有意義な、つらい、身近な

筑波大学大学院教育研究科
特別支援教育専攻二年 池田彩乃

指導教員 安藤隆男



小学校における個別の指導計画に関する調査用紙

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、筑波大学の教育・研究にご

理解とご協力をいただいておりますことにあらためて感謝申し上げます。

現在、研究室指導学生池田彩乃については、下記の目的で論文作成を行っているところ

です。つきましては、たいへんご多用なところ恐縮ではありますが、趣旨をご理解の上、

何卒研究の協力に関してご高配賜りますようお願い申し上げる次第です。

目的：小学校の先生方が個別の指導計画に対してどのように感じていらっしゃるかについ

て調査します。これは今後、小学校における特別支援教育の充実をはかるために重

要とされる個別の指導計画のあり方を考えるための基礎的な資料を得るための調査

です。

内容：質問用紙は全部で 4 枚で、15 分程度でお答えいただけると思います。調査は匿名で

実施し、いただいた回答は統計的な分析に使用し、学校や回答者が特定できないよ

うに十分配慮いたします。

この調査に関してのご質問・ご意見がありましたら、下記までお問い合わせください。

なお、結果については、まとまり次第学校宛に送付させていただきます。

【問い合わせ先】

〒 305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 障害科学系 B204

筑波大学大学院人間総合科学研究科（障害科学系）

教授 安藤隆男

指導学生 筑波大学大学院教育研究科 池田彩乃

研究２　本調査



【始めに先生ご自身のこと及び学級についておたずねします】

性 別 a 女性 b 男性

年 齢 ( 歳)

現在の担当学級 a 通常の学級 b 特別支援学級（知的・情緒・その他( ) ）

教職経験年数 （ 年）

※その内、特別支援学級(または特別支援学校)の勤務経験が有る方は年数をお書き下

さい。→（ 年）

【以下の質問について当てはまる番号に○印をつけてください】

１．個別の指導計画という言葉を聞いたことがあり
ますか。

①ある ②ない

２．１で「①ある」とお答えの方にお聞きします。個別の指導計画の内容についてどの程度周りの人

に説明できますか。

①全くできない ②ほとんどできない ③多少はできる ④十分できる

３．全員にお聞きします。これまで勤務したつくば市以外の小学校では個別の指導計画を作成してい

ましたか。

①作成していた ②作成していなかった

４．現在の勤務校では個別の指導計画を作成していますか。

①作成している ②作成していない

５．先生ご自身がこれまでにどの程度個別の指導計画の作成に関わったことがありますか。

①全く関わらなかった ②ほとんど関わらなかった ③多少は関わった ④十分関わった

【質問紙 p2 ～ p4 までの回答の仕方】

（１）お示しした 3 つの用語に対する直感的な印象が、示された各形容語の対尺度の 7 段階のどこにあた

るかを判断し、例のように区切りの上に○印を書き入れてください。

（２）この○印を記入する判断は、正しいとかあやまっているとかいうものではありませんので、深く考

えこまないで、感じたままにご記入くださるようにお願い致します。

（３）例えば、「通知表」という用語に対して「かなりおもしろい」という印象を抱いておられる場合、

例のように○を書き入れて下さい。

（１）おもしろい つまらない

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に

例：通知表



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に

理科



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

国語

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

総合的な学習の時間

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

個別の指導計画

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

自立活動

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に



（１） 細かい おおざっぱな

（２） おとなしい 活動的な

（３） 苦手な 得意な

（４） 楽な 面倒な

（５） 集団的な 個別的な

（６） おもしろい つまらない

（７） 基本的な 発展的な

（８） 自主的な 受動的な

（９） 無感動な 感動的な

（10） 不要な 必要な

（11） 粗雑な 綿密な

（12） 具体的な 抽象的な

（13)あきらめやすい 根気強い

（14） おおまかな 詳しい

（15） 身近な 疎遠な

（16） 大切な 粗末な

（17） 大変な 簡単な

（18） 雑な 丁寧な

（19） むずかしい やさしい

（20） 楽しい 苦しい

（21） 計画的な 無計画な

（22） 不自由な 自由な

非
常
に

か
な
り

や
や

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や

か
な
り

非
常
に

実態把握
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小学校における特別支援教育に関する調査

通常学級の担任をされている先生方に 

お答えいただくアンケート用紙

本アンケート用紙は貴校の通常学級の担任をされている先生にご記入いただ

くものです。１～６年生の学級担任各 1名、計６名の先生方にご記入いただき、

同封の返信用封筒にてご返送いただきますようよろしくお願いいたします。  

なお、本調査でご回答いただいた結果は統計的に処理され、学術的な目的以外

に使用いたしません。プライバシーに関する事柄が外部に漏れることは一切あり

ません。調査へのご協力は、自由に判断することができます。また、いつでも調

査協力者となることを撤回することができます。調査協力を断ったとしても、ご

本人および貴校の不利益になることは一切ございません。

研究３
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１．教職年数   ：     年（平成 24年 4月 1日現在）  

２．性別     ：  ①男性    ②女性  

３．現在の所属  

 ①小学校（    年生担任）   ②中学校（    年生担任）  

４．特別支援教育経験について  

５．個別の指導計画についておうかがいします。  

（１）これまでに個別の指導計画を作成したことはあ

りますか。（特別支援学級等も含む）  
①はい    ②いいえ  

 

★以下の設問は個別の指導計画についておうかがいするものです。  

「全くあてあまらない」「あまりあてはまらない」「どちらともいえない」「少し

あてはまる」「よくあてはまる」の 5段階で○をつけて下さい。なお、先生方の率

直なご意見をお聞きするものであり、学校としての判断ではなく、先生方の主観で

お答えください。  

（１）これまでに障害のある子どもを担任したことが

ありますか。  
①はい    ②いいえ  

（２）（１）で「①はい」と答えた方に伺います。こ

れまでに肢体不自由のある子どもを担任したこと

がありますか。（特別支援学級等も含む）  

①はい    ②いいえ  

★あてはまる番号に○をおつけください。また、   にはあてはまる数字や言

葉をご記入ください。なお本アンケートは、先生方の率直なご意見をおうかが

いするものであり、学校としての判断ではなく、先生方の主観でお答えくださ

い。  
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個別の指導計画について  

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

少
し
あ
て
は
ま
る 

よ
く
あ
て
は
ま
る 

（１）  
作成しなければならないというプレッシャーを感

じる  
1 2 3 4 5 

（２）  作成は当然のことだと思う  1 2 3 4 5 

（３）  作成することは面倒だと感じる  1 2 3 4 5 

（４）  作成するための時間がない  1 2 3 4 5 

（５）  作成することは負担に感じる  1 2 3 4 5 

（６）  
作成することで、ほかの児童への対応が軽視され

ると思う  
1 2 3 4 5 

（７）  立てた目標にとらわれてしまうと感じる  1 2 3 4 5 

（８）  作成することに抵抗を感じる  1 2 3 4 5 

（９）  作成や活用方法がわからない  1 2 3 4 5 

（ 10）  作成することに不安を感じる  1 2 3 4 5 

（ 11）  
作成したとしてもこれで良いのかどうか不安であ

る  
1 2 3 4 5 

（ 12）  個別の指導計画に対する関心がある  1 2 3 4 5 

（ 13）  役に立つか疑問に感じる  1 2 3 4 5 

（ 14）  作成は私の仕事だと思う  1 2 3 4 5 

（ 15）  必要だとは感じていない  1 2 3 4 5 

（ 16）  
個別の指導計画に関する校内支援体制は整ってい

る  
1 2 3 4 5 

（ 17）  
個別の指導計画に関する専門家による相談・助言

の機会がすくない  
1 2 3 4 5 



- 3 - 

 

（ 18）  書式の検討が不十分だと感じる  1 2 3 4 5 

（ 19）  作成する教員が足りない  1 2 3 4 5 

（ 20）  
作成するための学校としての専門性がないと感じ

る  
1 2 3 4 5 

（ 21）  個人情報なので取り扱いが難しい  1 2 3 4 5 

（ 22）  マニュアルがあれば作成できる  1 2 3 4 5 

（ 23）  個別の指導計画とは何かがわからない  1 2 3 4 5 

（ 24）  誰が作成したら良いのかわからない  1 2 3 4 5 

 

★以下の設問は貴校について、おうかがいするものです。  

「よくあてはまる」「少しあてはまる」「どちらともいえない」「あまりあては

まらない」「全くあてあまらない」の 5段階で○をつけて下さい。なお、先生方

の率直なご意見をお聞きするものであり、学校としての判断ではなく、先生方の

主観でお答えください。  

 

 

 

 

貴校について  

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

少
し
あ
て
は
ま
る 

よ
く
あ
て
は
ま
る 

（１）  
指導方法の工夫や改善は、主にそれぞれの教師が

個別に判断して実践している  
1 2 3 4 5 

（２）  

各担任は、学級に困難な問題が生じたときには、

他の先生の力を借りるよりも、できるだけ自分の

力で解決していくようにしている  

1 2 3 4 5 

（３）  
学校の教育目標や課題を具体的にどう受け止める

かについては、個々の教師に委ねられている  
1 2 3 4 5 

（４）  他の教師の授業を気軽に参観できる  1 2 3 4 5 

（５）  
皆が協力してよりよい教育を目指しているので、

自分も高い職務意識を持つことが出来る  
1 2 3 4 5 

（６）  
教育実践や校務分掌に関する多様な意見を受け入

れ、皆で腹をわって議論できる雰囲気である  
1 2 3 4 5 

（７）  
何か困ったときには、同僚から援助や助言を受け

ることが出来る  
1 2 3 4 5 

（８）  
校内の指揮・監督系統が確立していて、それに沿

った指導や監督がなされている  
1 2 3 4 5 
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（９）  

自分の学級に困難な問題があったときには、まず

管理職や係に連絡して、指示を受けたり助言を受

けて対応している  

1 2 3 4 5 

（ 10）  
学校の教育目標や課題は、主に管理職がそのビジ

ョンや考え方に基づいて設定している  
1 2 3 4 5 

（ 11）  
教師集団の和を大切にするあまり、自分の考えや

主張が通りにくい職場である  
1 2 3 4 5 

（ 12）  
職員会議は、一部の意見に従うかたちでまとまる

ことが多い  
1 2 3 4 5 

（ 13）  
他と異なる意見を言ったり、目立った行動をとら

ない限り居心地がよい職場である  
1 2 3 4 5 

（ 14）  校外の関係機関との連携不足を感じる   1 2 3 4 5 

（ 15）  小中高の一貫した連携体制が取れている  1 2 3 4 5 

（ 16）  保護者との信頼関係が作られている  1 2 3 4 5 

 

※質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。  

 


